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序序序序                    文文文文 

 

独立行政法人国際協力機構は、2012 年 12 月 10 日にエクアドル共和国と締結した討議議事録

（R/D）に基づき、2013 年 6 月より技術協力「カタラマ川流域灌漑事業活性化プロジェクト」を

3 年間の計画で実施しています。 

当機構は、2016 年 5 月に農村開発部技術審議役島﨑和夫を団長とする終了時評価調査団を現地

に派遣し、エクアドル共和国側のカウンターパートと合同で終了時評価調査を行いました。同調

査のなかで、これまでの活動実績及び計画に対する達成度を検証するとともに、評価 5 項目の観

点から評価を行い、本協力の提言及び今後の類似案件のための教訓を抽出しました。 

本報告書は、同調査団によるエクアドル共和国関係者等との協議及び終了時評価調査結果など

を取りまとめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力の推進に活用されることを

願うものです 

最後に、本調査にご協力いただいた内外の関係者各位に対し、心からの感謝の意を表します。 

 

平成 28 年 6 月 

 

独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長    三次三次三次三次    啓都啓都啓都啓都 
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１．案件の概要 

国名：エクアドル共和国 
案 件 名 ： カ タ ラ マ 川 灌 漑 事 業 活 性 化 プ ロ ジ ェ ク ト

（PRORRICAT） 

分野：農業・農村開発 援助形態：技術協力プログラム 

所管部署：JICA 農村開発部 協力金額（評価時点）5 億 3,000 万円 

協力期間 

（R/D）： 

2013 年 6 月 30 日～

2016 年 6 月 29 日 

（3 年間） 

先方関係機関：ロス・リオス県政府 

日本側協力機関：国際航業株式会社 

１－１．協力の背景と概要 

エクアドル共和国（以下、「エクアドル」と記す）における 1980 年代以降の農業セクターで

は、農産物の生産性向上が課題であり、特にコスタと呼ばれる海岸地域では重点的に農業開発

が進められてきた。その一環として、ロス・リオス県カタラマ川流域で円借款事業「カタラマ

川流域灌漑事業」（承諾 1988 年 2 月、供与限度額 85 億 9,400 万円）が実施された。しかし、事

後評価（2005 年 9 月）において同事業の対象地域の作付面積が当初計画に及ばないなど、期待

された効果が限定的であることが確認された。その原因として、実施機関の予算不足等による

末端農地インフラの整備・活用が十分でないことや灌漑農業に係る技術の不足が挙げられてい

る。一方で、同事業の管轄機関は、2005 年以降、グアヤス川流域開発公社（Study Commission for 

the Development of the Guayas River Basin：CEDEGE）から 2008 年には国家灌漑庁（National 

Irrigation Institute：INAR）、2011 年には農牧漁業省（Ministry of Agriculture, Livestock, Aquiculture 

and Fisheries：MAGAP）の灌漑排水次官室へと変遷したが、事業活性化に向けた具体的な取り

組みは実施されていなかった。このようななか、同事業活性化に向けた事業計画の策定を目的

として、JICA は「カタラマ川流域灌漑事業における灌漑事業活性化のための事業計画策定支援

（有償資金協力専門家）」を実施し（2011 年 4 月～7 月）、①既存三次水路整備地域において、

効果的な灌漑用水利用に基づいた営農モデルの提案と、②近隣地域への灌漑実施地区拡大に向

けた戦略策定により、灌漑施設を利用した農業生産の拡大を図る取り組みを基本とした灌漑活

用のための活性化計画案の取りまとめを行った。その後、エクアドルにおける地方分権化に伴

い、灌漑排水事業が国から県へと移管され、同事業も 2011 年 12 月にロス・リオス県へと管轄

が変更された。同県では、カタラマ川流域灌漑事業の活性化を重点事項と捉え、上記活性化計

画案に基づく協力要請を JICA に行い、ロス・リオス県政府（Decentralized Autonomous Provincial 

Government of Los Rios：GADPLR）経済基盤部〔のちの灌漑排水しゅんせつ部（Department of 

Irrigation, Drainage and Dredging ： DRDD ）〕及 び生 産開発 局（ Department of Productive 

Development：DDP）をカウンターパート（Counterpart Personnel：C/P）として 2013 年 6 月から

2016 年 6 月までの 3 年間の予定で「カタラマ川流域灌漑事業活性化プロジェクト（以下、「プロ

ジェクト」と記す）」が開始された。 

 

１－２．協力内容（PDM Ver.2.1 に基づく） 

本プロジェクトでは、対象地域に適した灌漑営農モデルの構築及び農業振興体制の整備を目 
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的として、展示圃場における灌漑システムの運用及び維持管理、展示圃場周辺の農家を対象に

した灌漑農業の普及、そして灌漑地区拡大計画（Irrigation Area Expansion Plan：IAEP）の策定等

の活動を実施中である。 

 

（1）上位目標：カタラマ川流域灌漑事業対象地区における土地利用が向上する。 

 

（2）プロジェクト目標：対象地域に適した灌漑農業モデルを用いた農業振興体制が整う。 

 

（3）成 果： 

1）展示圃場が属する二次水路において、灌漑システムの運用及び維持管理が行われる。 

2）展示圃場を通じて農家に灌漑農業が普及する。 

3）カタラマ川流域灌漑事業対象地域における灌漑地区拡大計画が作成される。 

 

（4）投入（評価時点） 

1）日本側：総投入額 5 億 3,000 万円 

長期専門家派遣：9 名 機材供与：約 290 万円 

短期専門家派遣：1 名 ローカルコスト負担：約 4,995 万円 

研修員受入 9 名（GADPLR の C/P） 

 

2）エクアドル側 

カウンターパート配置：GADPLR からプロジェクトディレクター、プロジェクトマネ

ジャー、スーパーバイザーを含む計 29 名 

ローカルコスト負担：約 991 万円（現地通貨 8 万 9,194.55 ドル） 

２．評価調査団の概要 

調査者 

日本側 

（団長）島崎 和夫 JICA 農村開発部技

術審議役 

（協力企画）花田 博之 JICA 農村開発

部第二グループ第四チーム専門嘱託 

（評価分析）白井 和子 株式会社かい

はつマネジメント・コンサルティング 

（通訳）樋口 安紀 一般財団法人日本

国際センター 

エクアドル側 

（エクアドル側評価リーダー）Mr. Edison 

David Egas Ochoa, GADPLR 北部地域生

産開発調整官 

（評価協力）Ms. Ana Cristina Zevallos, 

GADPLR 北部地域インフラ開発調整官 

調査期間 2016 年 5 月 8 日〜5 月 29 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１．実績の確認 

（1）プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：対象地域に適した灌漑農業モデルを用いた農業振興体制が整う。 

以下のとおり、プロジェクト目標の二つの指標は既に達成された。 
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（2）成果の達成度 

中間レビュー以降、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）

Ver2.1 と活動計画（Plan of Operations：PO）Ver2.1 に基づきプロジェクト活動が実施され、

成果 1 から 3 の各指標は達成した。各成果の達成状況は以下のとおり。 

    

成果 1：「展示圃場が属する二次水路において、灌漑システムの運用及び維持管理が行わ

れる」〔達成された〕 

指標 1-1：展示圃場が属する二次水路を共有している農家の少なくとも 50％（2 年次目の

ブロックは 70％）が灌漑施設の O&M に満足する。〔達成された〕 

エンドライン調査の結果、2 回の作期で活動に参加した農家の 93.3％、1 回の作期で

参加した農家の 82.4％が DRDD による灌漑施設維持管理に満足したと回答。農家自身

による維持管理（Operation and Maintenance：O&M）については、2 回の作期に参加し

た農家の 80％、1 回の作期で参加した農家の 52.9％が満足したと回答。 

指標 1-2：展示圃場が属する二次水路を利用している農家の水利用料が 50％以上の対象面

積で回収される。〔達成された〕 

モデル地区のうち、2 カ所（SC1A-1/A-2、PS-20 計 139ha）の三次水路既設灌漑ブロ

ック

2
では、灌漑利用料の徴収率（面積率）は 51.9％（72.08ha）となった。 

    

成果 2：「展示圃場を通じて農家に灌漑農業が普及する」〔達成された〕 

指標 2-1：展示圃場で実践された灌漑農業技術の普及活動（ワークショップやセミナー）

に、少なくとも 40％以上の農家が参加し、70％以上の農家が有益であると回答する。

〔達成された〕 

15 回のセミナー/フィールド・デイに対象 600 農家のうち 402 農家（67％）が参加。

指 標 達成状況・見込み 

指標 1：各対象地区の中小規模農

家に対する適正な栽培技術に基

づいた灌漑営農モデルが提案さ

れる。 

協力期間中に蓄積された知識や経験を踏まえ、中小規模農

家（所有面積 20ha 未満）に適する栽培技術に基づいた灌

漑営農モデル

1
が提案された。 

指標 2：灌漑地区拡大計画がロ

ス・リオス県の方針として採択さ

れる。 

灌漑地区拡大計画（IAEP）はロス・リオス県の灌漑排水

計画の一部として 2016年 3月に県議会により採択された。

また、同県の灌漑排水計画は 2016 年 5 月に県議会にて承

認された。 

                                                        
1
 灌漑営農モデルとは以下を含む一連の活動を示す。 

1．県によるカタラマ灌漑主要施設の維持管理 

2．モデル地区の農家による①三次水路の清掃、②灌漑ブロック内の配水管理、③用水利用料支払い、④不正行為（水路穿

孔、水路土手での耕作）の防止 

3．展示圃場の活動やセミナーを通して、灌漑営農の優位性をプロジェクト対象地域の農家に示した結果、農家グループが

水利組合（General Board of Users：JGU）を通して県に対して行う三次水路の新設申請 
2
 カタラマ灌漑事業で事業区域が 82 ブロックに分割された。その際、分割されたブロックは「灌漑ブロック」と呼ばれてい

る。 
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延べ 969 の参加農家のうちアンケートに回答したのは 776 農家。そのうち 635 農家

（81.9％）がセミナー/フィールド・デイに満足したと回答した。 

指標 2-2：水利組合（JGU）により少なくとも 4 カ所の灌漑ブロックについて県に三次水

路整備の申請がなされる。〔達成された〕 

これまでに県に対して合計四つの農民組織から三次水路整備の申請があった。 

    

成果 3：「カタラマ川流域灌漑事業対象地域における灌漑地区拡大計画が作成される」〔達

成された〕 

指標：灌漑地区拡大計画が JCC で承認される。〔達成された〕 

第 4 回合同調整員会（Joint Coordinating Committee：JCC（2016 年 2 月開催）におい

て IAEP が承認された。 

 

３－２．評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 

・ IAEP はロス・リオス県灌漑排水計画の一部。県灌漑排水計画は国家灌漑排水計画

（2012~2027）に基づく。日本の対エクアドル国別援助方針（農業振興による都市と地

方の格差是正）と合致 

・ DRDD の灌漑地区拡大ニーズ、DDP の灌漑営農推進ニーズに対応 

・ 農民組織化、農民による三次水路灌漑管理方法の提示、灌漑農業による作物の多様化、

生産量、生産性向上のための技術を提示 

 

（2）有効性：高い 

・ 灌漑営農モデルが提示され、灌漑地域拡大計画を含む県灌漑排水計画が正式に採択さ

れたことから、プロジェクト目標の二つの指標は既に達成している。 

・ 成果達成がプロジェクト目標達成に貢献しており、論理性は現在でも有効である。 

 

（3）効率性：比較的高い 

・ 成果 1～3 は達成された。 

・ 日本人専門家の適切な派遣、スプリンクラーなど供与機材の有効活用、車輛のチーム

間調整、本邦研修での知見の蓄積と共有がなされた。 

・ エクアドル側によるスーパーバイザー配置は DRDDと DDPを協調させるうえで機能し

た。しかし、エクアドル側実施機関の予算不足による三次水路建設の遅延は、農家に

とって不満の原因となり始めている。 

 

（4）インパクト：比較的高い 

・ 上位目標の数値目標として実行可能な数値は、IAEP において対象となる 4,400ha
3
のう

                                                        
3
 当初は、円借款事業の対象地である 5,760ha として算出されたが、1,360ha が本プロジェクトの GIS を用いた調査により大規

模農家が灌漑施設を保有している、灌漑不可地などの理由により排除されるべきであることが判明した。よって本プロジェ

クトの上位目標が対象とする面積は 4,400ha（5,760ha－1,360ha）が妥当であると評価チーム、日本人専門家チーム、C/P 間

で本調査期間中に合意した。 
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ちの 1,800ha（40％）が評価チーム、日本人専門家、GADPLR 間で合意された。数値が

記入された PDMVer2.2 合意の M/M に署名がなされ、第 5 回 JCC で合意された。 

・ 地図情報システム（Geographic Information System：GIS）導入による政策の意思決定、

情報管理への活用が可能となった。 

・ MAGAP 支所、国立農牧研究所（National Institute for Agricultural Research：INIAP）支

所との連携により、両組織の職員の能力強化につながった。 

・ マイナスのインパクトは特に確認されなかった。 

 

（5）持続性：中程度 

・ 政策・制度面：IAEP を含む県灌漑計画は維持されている。 

・ 体制面：県政府の DRDD の職員は契約雇用であり、将来の定着は流動的である。  

・ 財政面：原油価格の下落、地震などの影響により中央政府からの予算の確保は不透明。

人件費を含む、県の経常費 50％から支出。GADPLR は 2016 年の夏までに 2014 年度に

計画した小規模水路 1 カ所の建設開始を表明した。 

・ 技術面：三次水路の O&M は簡易なものであるが、一部の農家に自らによる O&M の重

要性を理解させるのに時間を要する。 

・ C/P、Target Group（T/G）を含むエクアドル側のオーナーシップ：DRDD 職員による灌

漑管理と農家による三次水路管理への支援や DDP 職員の灌漑営農普及に向けたオーナ

ーシップは認められる。一部農家の組織化は成功し、水利組合（JGU）のオーナーシッ

プも極めて高いが、財政面で持続的なものとする必要がある。プロジェクトでは、対

象地の営農技術、市場、自然状況を考慮するとピーナッツが有効であると見出した。

栽培を継続する農家が現れ、新たな収入源とすることが期待される。 

 

３－３．効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関する事項 

2015 年 3 月～4 月に JICA が実施した運営指導調査の結果、PDM の成果指標が整理され

た。特に、指標 1-2 の表現が「水利費回収率 50％増加」から「50％以上の面積で回収され

る」に明確化された。 

 

（2）実施プロセスに関する事項 

プロジェクトチームは三つのチーム（組織化チーム、栽培/農業経営チーム、灌漑計画技

術チーム）に編成された。これらチームが体系的に農家にアプローチしたことが農家の組

織化と灌漑管理、灌漑営農活動促進に機能した。 

 

３－４．問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関する事項 

エクアドルの農業においては、3 年間のプロジェクト期間中、実質的に 2 作期のみ活動が

可能である。プロジェクト期間中に灌漑営農モデルは構築できたが、検証や普及を行う十

分な時間を確保できなかった。 
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（2）実施プロセスに関する事項 

予算不足による三次水路建設の遅滞、ジャンボタニシなど病害虫被害、洪水、収穫物の

盗難など実施プロセスにおける阻害要因が確認された。 

 

３－５．結 論 

プロジェクトはカタラマ川流域における灌漑営農モデルの構築と IAEP 策定に大きく貢献し

た。同計画は、県の灌漑排水計画の一部となり、同計画に沿った活動が県の通常業務に含まれ

ることとなった。これにより既存の灌漑施設が有効に活用されるほか三次水路が拡大し、水路

の O&M が継続的になされていくことが期待される。 

上記の現状を踏まえ、本プロジェクトは予定どおり 2016 年 6 月に終了することが適切である

という結論に至った。 

 

３－６．GADPLR に対する提言 

（1）三次水路の整備 

農民組織による申請や詳細設計の実施など、三次水路整備の具体的な取り組みを推進す

るためにロス・リオス県は三次水路の整備等に必要な予算の確保に最大限の努力をするこ

と。 

 

（2）灌漑事業の実施体制とマニュアルの活用 

IAEP の推進のため、C/P やスーパーバイザー等の人材を確保し、INIAP 等の関係機関と

の連携など実施体制を整備すること。農民組織を含む関係者への周知とセミナーや研修で

プロジェクトが開発した灌漑営農マニュアル等を活用すること。 

 

（3）カタラマ揚水機場の維持管理 

円借款事業「カタラマ川流域灌漑事業」で整備されたカタラマ揚水機場をとりまく問題

として指摘されている、揚水機器の微調整の必要性など 4 点に GADPLR は早急に取り組み、

2016 年乾期作に影響を与えないこと。 

 

（4）モニタリングと評価の実施 

ロス・リオス県は。上記（1）～（3）の事項に係る効率的で効果的なモニタリング・評

価方法を専門家の協力を得て確立するとともに、これらのモニタリング・評価結果を半年

に一度、JICA エクアドル支所に報告すること。 

 

３－７．教 訓 

・ 実質的に 2 回のプロジェクト年次のなかで、プロジェクトは灌漑営農モデルの検証や普

及まで十分にカバーできなかった。同様の灌漑農業案件では作期や季節的特徴などを考

慮したプロジェクト期間の設定が必要である。 

・ 新規作物の導入を行う場合、近隣地域での実績や導入の可能性など、より具体的な情報

をプロジェクト実施前に収集し、効率的な実施が図られるよう考慮する必要がある。 
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Summary of the Terminal Evaluation 
I. Outline of the Project 

Name of Country:  
The Republic of Ecuador 

Project Title:  
Project for Reactivation of “Catarama River Basin 

Irrigation Project” （PRORRICAT） 

Issue/Sector: Agriculture Development 
Cooperation Scheme: Technical Cooperation 
Project 

Office In-Charge:  
Agricultural and Rural Development Group 2, Rural 
Development Department, JICA Head Quarters  

Cost: 530 million yen 

The Project Period: 
June 30

th
, 2013– June 29

th
, 2016 (three (3) years) 

Partner Country’s Implementing Organization: 
Decentralized Autonomous Provincial 
Government of Los Rios (GADPLR) 

Related Institutions (Japan): 
KOKUSAI KOGYO CO., LTD 

1-1. Background of the Project 
Improvement of agricultural productivity has been one of the crucial issues of agricultural sector in Ecuador 

since 1980’s. In order to handle the issues, agricultural development has been proceeding especially in the 
coastal area, Costa. As part of the development, “Catarama River Basin Irrigation Project” (hereinafter 
referred to as “CRBIP”) was implemented with the Japanese yen loan from 1988 to 2003. CRBIP aimed to 
improve agricultural productivity and farmers’ income in Costa through construction of irrigation and 
drainage facilities. The ex-post evaluation of CRBIP in 2005 by Japan International Cooperation Agency 
(hereinafter referred to as “JICA”), however, revealed that expected effect such as increase of planting area 
was limited due to insufficient utilization of the irrigation facilities and shortage of techniques for irrigated 
agriculture. Furthermore, responsible organizations for operation and maintenance of irrigation and drainage 
facilities have been changed three times; from Study Commission for the Development of the Guayas River 
Basin (CEDEGE) to National Institute of Irrigation (INAR) in 2008, from INAR to Ministry of Livestock, 
Agriculture and Fisheries (MAGAP) and from MAGAP to Decentralized Autonomous Provincial Government 
of Los Rios (GADPLR) in 2012. Frequent changes of the organization prevent the Government of the 
Republic of Ecuador (hereinafter referred to as “GOE”) from implementing continuous activities to solve the 
issues. 

Under such circumstances, JICA implemented “Support for Planning of Catarama River Basin Irrigation 
Reactivation Project” from April to July, 2011 and proposed (1) to promote a farming model based on 
effective water used with existed tertiary canals, and (2) to elaborate strategy to expand irrigation area to 
neighbouring areas (hereinafter referred to as “the Proposal”).  

Based on the Proposal, GADPLR set reactivation of Catarama Irrigation as one of the main purposes of 
agricultural development, and requested JICA for support to reactivate the CRBIP through utilizing the 
Proposal. JICA received the request and commenced the Project in June, 2013. The Project has been 
implementing for three years from June 2013 to June 2016, following the signing of the R/D on 12th 
December, 2012. 

The Terminal Evaluation Survey was conducted by the joint team organized by Japanese and Ecuadorian 
sides to review the achievements and progress of the Project using the five evaluation criteria to make 
recommendations for the remaining period of the Project and extract lessons learned for similar JICA projects 
in the future. 

 
1-2. Project Overview 

(1) Overall Goal: Land use of target area of CRBIP is enhanced. 
(2) Project Purpose: Agricultural promotion structure using irrigation agricultural model suitable for the 
target area is established. 

(3) Outputs: 
1) Operation and maintenance (hereinafter referred to as “O&M”) of the irrigation system in secondary canals 
to which demonstration plots belong is implemented. 
2) Technique of irrigation agricultural management is diffused to farmers through the activities in the 
demonstration plots. 
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3) Irrigation Area Expansion Plan (hereinafter referred to as “IAEP”) in the target area of CRBIP is 
elaborated. 
  

(4) Inputs:  
Japanese Side: (Total disbursement: 530 million Yen)  
Experts: 9 persons (total 52 times of dispatches)     Equipment: 2.9million yen (25,902.24US$) 
Local Operation Cost:50million yen (449,585.95US$)  
Training in Japan for Counterpart Personnel: 9 participants 
 
Ecuadorian Side (Total disbursement: 89,194.55US$ (9.9million Yen) 
Counterpart (29 personnel in GADPLR)   
Costs for office space, vehicles, JCC meeting, and experimental plots equivalent to 9.9 million Yen 
(89,194.55USD) 

II. Evaluation Team 

Ecuadorian Side 

Mr. Edison David Egas Ochoa (Team Leader), Productive Development 
Coordinator North Zone, Decentralized Autonomous Provincial Government of 
Los Rios (GADPLR) 
Ms. Ana Cristina Zevallos (Evaluation Cooperation), Coordinator of 
Infrastructure Development North Zone, GADPLR 

Japanese Side 
 

Mr. Kazuo SHIMAZAKI (Team Leader), Executive Technical Advisor to the 
Director General, Rural Development Department, JICA 
Mr. Hiroyuki HANADA (Cooperation Planning), Group 2, Team 4, Rural 
Development Department, JICA 
Ms. Kazuko SHIRAI (Evaluation Analysis), Consultant, Kaihatsu Management 
Consulting, Inc. 
Ms. Aki HIGUCHI (Translator), Japan International Cooperation Center 

Period of Evaluation May 8
th

, 2016 to May 28
th

, 2016 
Type of Evaluation: Terminal 
Evaluation 

III. Results of Evaluation 

1. Project Performance 
1-1. Achievement of the Project Purpose:  

Achieved: 

Indicator 1: A model of irrigation agriculture based on the suitable techniques for agricultural families of 
small and medium scale of each target area is proposed. (Achieved) 

Based on knowledge and experiences accumulated during the project period, the Project established the 
irrigation agriculture model

1
 for small and farmers who own less than 20ha. 

Indicator 2: IAEP as a policy of GADPLR is adopted. (Achieved) 
 The IAEP was preliminary approved by the Prefectural Council as a part of the Prefectural Irrigation and 
Drainage Plan on March 31, 2016. That was finally approved by the Council on May 11, 2016. 
 
1-2. Achievement of Outputs 

Since the Consultation Survey from March to April 2015, the Project has implemented its activities in line 
with the revised PDMVer.2.1 and POVer2.1, and achieved the goals of Output 1-3.  
Output 1: Operation and Maintenance (hereinafter O&M) of the irrigation system in secondary canals 

to which demonstration plots belong is implemented: Achieved 

 

 

                                                        
1 The irrigation agricultural model includes the following three points: 
i. The proper O&M by GADPLR of major irrigation facilities of the Catarama Irrigation System  
ii. Following O&M activities by the farmers in the irrigation blocks; 

a) Cleaning of tertiary canals 
b) Proper water distribution to farmers’ plot 
c) Water fee payment 
d) Prevention of contraventions (specifically drilling canal lining and cultivation on canal embankments) 

iii. Organizing farm plots and seminars by the GADPLR for demonstrating profitability of irrigation agriculture to the local farmers 
and for promoting request of new tertiary canal construction by farmers’ groups through the JGU    
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Indicator 1: At least 50% of farmers who share the use of secondary canals to which demonstration plots 
belong are satisfied with the O&M of irrigation system after one (1) dry season, and at least 70% after two (2) 
dry seasons. (Achieved) 

As the result of the end line survey in two target irrigation blocks, 93.3%of farmers who participated 
two crop seasons and 82.4% in one crop season expressed that they were satisfied with the O&M of 
irrigation system by DRDD. 80% of farmers who participated from the 1st project year and 52.9% from 
the 2nd year were satisfied with their own O&M of irrigation system.  
Indicator 2: The area of farmers paying the water collection fee, who share use of secondary canals to which 
the demonstration plots belong, is over 50% of land. (Achieved) 

The latest water collection rate reached to 51.9% in two areas with existing tertiary canals covering 72.08ha 
out of 139ha. 

 
The Output 2: Techniques of irrigation agricultural management to farmers through the activities in 

the demonstration plots: Achieved. 

Indicator 1: At last 40% or 240 farmers of the target area participate in the seminars of irrigation agricultural 

techniques in the demonstration plots and at least 70% of the participants are satisfied with the contents of 

seminars. (Achieved) 

The Project provided 15 seminars including three field days, in which 402 farmers (67% of 600 target 
farmers) participated. Among 776 participants who partially participated in more than two seminars/field day, 
but responded to questionnaire, 81.9% were satisfied with the contents of seminars or field days. 
Indicator 2: The construction of tertiary canals at least in four irrigation blocks are requested to the Prefecture 
by General Board of Users (JGU). (Achieved) 
 

The Output 3: Irrigation Area Expansion Plan (IAEP) in the target area of CRBIP is elaborated:  

Achieved 

Indicator: IAEP is approved by the Joint Coordinating Committee (JCC) (Achieved) 
DRDD and DDP took strong initiatives to make overall strategy and implementation plan for IAEP. IAEP 

was approved in the 4
th

 JCC of February 2, 2016. 

 

2. Summary of Evaluation by Five Criteria 

(1) Relevance: High 

� IAEP was adopted in the Irrigation and Drainage Provincial Plan which is based on the Irrigation 
and Drainage National Plan (2012-2017). 

� The Project met the needs of GADPLR staff and target farmers in terms of diffusion of O&M by 
farmers and irrigation agriculture. 

(2) Effectiveness: High 

� The Project Purpose has been already achieved. 
� Logicality between Outputs 1-3 and the Project Purpose is valid at present. 
(3) Efficiency: Relatively High 

� Output 1-3 have been a achieved. 
� Japanese experts were appropriately dispatched. Most of provided machineries and equipment were 

well used. Training in Japan was properly conducted for 9 participants from GADPLR 

� Reflected to the recommendation from the Consultancy Survey mission in 2015, GADPLR additionally 
appointed one Supervisor to enhance communication between DRDD and DDP. This appointment 
functioned for smooth implementation of the project activities.  

(4) Impact: Relatively High 

1) Prospect of Achievement of the Overall Goal 

� The target figures for Overall Goals were set as 1,800ha out of 4,400ha
2
 (40%) in IAEP and it is 

expected to be achieved by 2019. The PDM Ver.2.2 with these figures was approved at the 5
th

 JCC 
(May 25

th
 2016). 

                                                        
2 The target area for Overall Goal was originally set as 5,760 ha of CRBIP. After the Project commenced, GIS survey revealed that 
that the actual area to be irrigated should exclude 1,360ha, the area owned by large scale farmers and non-arable land. Accordingly, 

the target area for Overall Goal was re-set as 4,400ha (5,760ha－1,360ha), which was agreed among the Evaluation team, Japanese 

experts and C/P. 
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2) Other impacts 

� GIS data developed by the Project, enabled GADPLR to make policy level decisions for irrigation 
development, and utilize for outsourced construction works. 

� Collaboration between GADPLR and MAGAP and or INIAP enhanced abilities of MAGAP and INIAP 
staff. 

3) Negative impact 

There was no negative impact identified at the time of the terminal evaluation survey. 
 

(5) Sustainability: Medium 

1) Policy Aspect 

� The Irrigation and Drainage Provincial Plan (2012-2027) will likely be remained. IAEP is approved 
as a part of the Irrigation and Drainage Provincial Plan. 

2) Institutional Aspect 

� It is uncertain that staff members at DRDD who are mostly contract based employees, will remain in 
DRDD in the future.    

3) Financial Aspect 

� Budget allocation from the central government has been delayed. In order to compensate it, 
GADPLR has provided 50% of recurring cost for DRDD. GADPLR confirmed to take possible 
actions by summer 2016 to start construction of one tertiary canal planned in 2014. 

4) Technical Aspect 

� Although the rules of O&M of tertiary canals are basic, it would take more time for some farmers to 
understand the importance of O&M of tertiary canals by themselves. 

� The Project identified that peanuts would be feasible to apply in the target area from the points of 
view in cultivation techniques, marketability and weather conditions. It is expected that some 
farmers continue to cultivate it for their additional income. 

5) Ownership of C/P and Target Group 

� The ownership of GADPLR to expand irrigation area is observed. Some farmers expressed they 
would continue to O&M by themselves and cultivate newly introduced crop such as peanuts. 

� JGU’s ownership was strong enough to promote O&M of tertiary canals by farmers. However, JGU 
needs to improve its financial status to make their activities sustainable. 

3. Factors Promoting better Sustainability and Impact 

(1) Factors concerning to Planning: 
The revision of PDM in the Consultancy Survey was appropriate as the revised PDM was logically sorted 

out and had more appropriate indicators to measure the progress of the Project.  

(2) Factors concerning to the Implementation Process: 
The Project formed three working teams (Organizational Reinforcement Team, Cultivation Technology/ 

Agricultural Management Team and Irrigation Planning Technology Team). These teams systematically 
functioned to facilitate farmers to form farmers’ group and to participate in irrigation agriculture and O&M 
activities. 

4. Factors inhibiting better Sustainability and Impact 

(1) Factors concerning to Planning:  

Considering climate characteristics, farming processes and situation of pests and diseases in the target area, 2 
years of the project period is considered as too short for verification and dissemination of irrigation agriculture 
model.  

(2) Factors concerning to the Implementation Process:  
The Evaluation Team identified that there were some hindering factors for smooth implementation of the 

project activities, such as delays in construction of tertiary canal due to budget deficit, pest and diseases, 
flood, and robbery of crops.  

5. Conclusion 

The Project largely contributed to the establishment of irrigation agriculture model and formulation of IAEP. 
IAEP was adopted in the Irrigation and Drainage Prefectural Plan, and became a part of ordinary work of 
GADPLR. This means tertiary canal will be expanded by using the existing irrigation facilities, and it is 
expected that O&M of canals will be sustainably conducted by farmers. Considering these factors, the 
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Evaluation Team confirms that the Project achieved its objectives, and concludes that it will be completed in 
June 2016 as planned with remaining issue of budget.  

6. Recommendations 

(1) Development of Tertiary Canals 
It is strongly recommended for GADPLR to make maximum efforts to secure necessary budget for 

construction of tertiary canals especially those in SC2-13 where the construction plan was already established. 

(2) Implementation System and Utilization of Manuals 
It is recommended for GADPLR to disseminate prepared Irrigation Agriculture Manual, cultivation manuals 

for C/P and texts for farmers to utilize in seminars and training. 
(3) Maintenance of Catarama Pump Station 

It is expected that GADPLR tackles immediately existing four issues regarding the Catarama pump station 
which were established by Japanese yen loan project “CRBIP”. 
(4) Monitoring and Evaluation System 

It is required that GADPLR takes the leadership to continue irrigation projects actively, and monitor and 
report the progress to JICA Ecuador Office semi-annually. 

7. Lessons Learned  

(1) Project period 
It is essential that similar irrigation agriculture project set appropriate project period based on cultivation 

period and seasonal characteristics of the target area. 

(2) Introduction of New Crop 
It is necessary for new crop selection in the target area of project to collect and analyse detailed information 

such as conditions and feasibility before commencement of project. 
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第１章第１章第１章第１章    プロプロプロプロジェクトの概要ジェクトの概要ジェクトの概要ジェクトの概要 

 

１－１ プロジェクトの背景 

エクアドル共和国（以下、「エクアドル」と記す）における1980 年代以降の農業セクターでは、

農産物の生産性向上が課題となっており、特にコスタと呼ばれる海岸地域では重点的に農業開発

が進められてきた。その一環として、ロス・リオス県カタラマ川流域で円借款事業「カタラマ川

流域灌漑事業」〔借款契約（L/A）締結1988年2月、供与限度額85億9,400万円〕が実施された。し

かしながら、事後評価（2005年9月）において同事業の対象地域における作付面積が当初計画に

及ばないなど、期待された効果が限定的であることが確認された。その原因として、実施機関の

予算不足等による末端農地インフラ整備・活用が十分でないことや灌漑農業に係る技術の不足が

挙げられている。一方で、同事業の管轄機関は、2005年以降、グアヤス川流域開発公社（CEDEGE）

から2008年には国家灌漑庁（INAR）、2011年には農牧漁業省（MAGAP）の灌漑排水次官室へと

変遷し、事業活性化に向けた具体的な取り組みが実施されていない状況であった。このようなな

か、同事業の活性化に向けた事業計画を策定することを目的として、JICAは「カタラマ川流域灌

漑事業における灌漑事業活性化のための事業計画策定支援（有償資金協力専門家）」を実施し

（2011年4月～7月）、①既存三次水路整備地域において、効果的な灌漑用水利用に基づいた営農

モデルの提案と、②近隣地域への灌漑実施地区拡大に向けた戦略策定により、灌漑施設を利用し

た農業生産の拡大を図る取り組みを基本とした灌漑活用のための活性化計画案を取りまとめた。

その後、エクアドルにおける地方分権化に伴い、灌漑排水事業が国から県へと移管されることと

なり、同事業についても2011年12月にロス・リオス県へと管轄が変更された。同県では、カタラ

マ川流域灌漑事業の活性化を重点事項と捉え、上記活性化計画案に基づく技術協力要請をJICA 

に行い、ロス・リオス県政府（GADPLR）経済基盤部（Infrastructure Department）及び生産開発

局（Production Development Department）をカウンターパート（C/P）として2013年6月から2016年

6月までの3年間の予定で「カタラマ川流域灌漑事業活性化プロジェクト（以下、「プロジェクト」

と記す）」を実施中である。 

本プロジェクトでは、対象地域に適した灌漑営農モデルを用いた農業振興体制の構築を目的と

して、展示圃場における灌漑システムの運用及び維持管理、展示圃場周辺の農家を対象にした灌

漑農業の普及、そして灌漑地区拡大計画の策定等の活動を実施中である。 

 

１－２ プロジェクトの概要 

PDM version 2.2に基づくプロジェクト概要は以下のとおりである。 

 

１－２－１ 上位目標 

カタラマ川流域課灌漑事業対象地区における土地利用が向上する。 

 

１－２－２ プロジェクト目標 

対象地域に適した灌漑営農モデルを用いた農業振興体制が整う。 

 

１－２－３ 成 果 

成果1：展示圃場において、灌漑システムの適用及び維持管理が行われる。 
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成果2：展示圃場周辺の農家に灌漑営農技術が普及する。 

成果3：カタラマ川流域灌漑事業対象地域における灌漑地区拡大計画が作成される。 

 

１－２－４ 活 動 

＜成果1における活動＞ 

① 土地所有、土地利用、灌漑施設の利用、三次水路導入のニーズ等を把握するためのベー

スライン調査を行う。 

② 二次水路ごとに灌漑システムの運用及び維持管理状況を評価する。 

③ 活動①及び②の結果をもとに、対象地域のGISを用いた灌漑地区拡大の可能性検討のた

めのデータベースを作成する。 

④ 展示圃場が属する二次水路における、ロス・リオス県政府及び農家グループに対して指

導を行う。 

⑤ 活動④で作成された維持管理のモデル計画を対象地域全域に広めるために、他の二次水

路においても適用する。 

 

＜成果2における活動＞ 

① 試験圃場及び展示圃場の設置場所が選定され、おのおのの利用計画が策定される。 

② 試験圃場を設置し、市場性等を考慮して選定した作物について、対象農家による技術的

な栽培実践可能性を検証し、対象地域に適した作物、栽培方法を特定する。 

③ 展示圃場を実際に運営する。 

④ 展示圃場での栽培技術指導やセミナー、ワークショップを通じて、展示圃場の近隣農家

に対して灌漑営農に関する技術指導を行う。 

⑤ 灌漑農業に必要な経営に係るセミナー及びワークショップを開催する。 

 

＜成果3における活動＞ 

① 灌漑の利用拡大を阻害している要因を、ベースライン調査の結果及び過去に収集された

情報をもとに特定する。 

② 成果1、2にかかわる活動及び活動3-1の結果を踏まえ、灌漑農業の普及及びこれを促進す

るための水利システム維持管理強化や三次水路整備等の核戦略を策定する。 

 

１－２－５ プロジェクト対象地域 

ロス・リオス県カタラマ川流域の3地区（カタラマ地区、シビンベI地区、シビンベII地区） 

サイト地図は「プロジェクト位置図」参照 

 

１－２－６ ターゲット面積・グループ（受益者） 

受益面積：5,760ha 

受益農家数：約600戸 

 

１－２－７ プロジェクト期間 

2013年6月から2016年6月（3年間） 
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第２章第２章第２章第２章    終了時評価の概要終了時評価の概要終了時評価の概要終了時評価の概要 

 

２－１ 終了時評価の目的 

本終了時評価調査は以下の目的のために実施された。 

① プロジェクト期間における PDM に基づいた達成状況とプロセスをレビューする。 

② 以下の項に記した評価 5 項目に基づいた評価を行う。 

③ 評価と分析結果に基づき、エクアドル、日本側双方によりプロジェクト終了までの実施計

画について協議を行う。併せて、レビューや観察を通じ確認された課題への解決について

協議も行う。 

④ プロジェクト目標の達成のための貢献、阻害要因を確認し、教訓を抽出する。 

⑤ 評価結果を合同評価報告書の形で示す。 

 

２－２ 評価団員 

（1）日本側 

担当分野 氏 名 所 属 現地調査期間 

団 長 島崎 和夫 JICA 農村開発部技術審議役 
5 月 15 日（日）～ 

5 月 29 日（日） 

協力企画 花田 博之 
JICA 農村開発部農業・農村開発第二グル

ープ第四チーム専門嘱託 

5 月 15 日（日）～ 

5 月 29 日（日） 

評価分析 白井 和子 
㈱かいはつマネジメント・コンサルティ

ング 

5 月 8 日（日）～ 

5 月 28 日（土） 

通 訳 樋口 安紀 一般財団法人日本国際協力センター 
5 月 8 日（日）～ 

5 月 28 日（土） 

 

（2）エクアドル側 

担当事項 氏 名 所 属 

エクアドル側

評価リーダー 
Mr．Edison David Egas Ochoa ロス・リオス県北部地域生産開発調整官 

評価協力 Ms.Ana Cristina Zevallos ロス・リオス県北部地域インフラ開発調整官 

 

２－３ 評価日程 

本終了時評価の現地調査は 2016 年 5 月 8 日から 5 月 29 日まで実施された。日程の詳細につい

ては付属資料 1 のとおり。 

 

２－４ 調査団によるインタビュー対象者 

調査団は現地調査でインタビューを実施した、主な対象者は付属資料 2 のとおり。 
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第３章第３章第３章第３章    評評評評価手法価手法価手法価手法 

 

３－１ 合同評価 

本プロジェクトは日本側、エクアドル側双方による合同評価チームにより討議議事録（Record 

of Discussions：R/D）、PDM 及び活動計画表（PO）に基づき実施された。評価分析、現地踏査や

関連機関のスタッフ、受益者、日本人専門家などへの聞き取り調査を含む評価活動では、評価 5

項目による評価手法を用いた。評価チームは、上記 2-2 のとおり、日本側 4 名、エクアドル側 2

名により構成された。 

 

３－２ 5 項目評価 

評価 5 項目を表－1 に示す。 

 

表－１ 評価 5 項目 

項 目 内 容 

妥当性 

プロジェクト内容の先方政府と援助側の政策や優先順位との整合性、プロジェク

トのターゲットグループ（Target Group：T/G）のニーズへの整合性、プロジェク

トの戦略やアプローチの妥当性に関する視点 

有効性 
プロジェクトの達成見込みと、その達成が成果の達成によりもたらされているか

に関する視点 

効率性 

成果の達成状況と投入が、いかに成果の達成に転換されているか（量的、質的観

点）に関する視点。ほかのアプローチと比して最も効率的な方法を適用している

かも必要に応じ問う。 

インパクト 
上位目標の達成見込みと、プロジェクトの直接/間接的影響。正/負、予期した/

予期していない影響も確認する。 

持続性 プロジェクト終了後にプロジェクトがもたらす影響と持続性を問う視点 

 

３－３ 情報・データ収集方法 

主な情報・データ収集方法を表－2 に示す。 

 

表－２ 主な情報・データ収集方法 

1 R/D、PDM、ミニッツ（Minutes of Meetings：M/M） 

2 文献調査（事業進捗報告書、月例報告書、各専門家報告書等） 

3 投入、活動実績 

4 日本人専門家への聞き取り調査と協議 

5 C/P への聞き取り調査と協議 

6 現地踏査及び受益者への聞き取り調査と協議 

 

３－４ 評価用 PDM 

本評価では、付属資料 3-1 に示される現行 PDM（2016 年 2 月第 2.1 版）を用いた。また、本調

査の結果、PDM（付属資料 3-2）と PO（付属資料 4-2）の改訂を行った（2016 年 5 月第 2.2 版）。 
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第４章第４章第４章第４章    プロジェクトの実績と実施プロセスプロジェクトの実績と実施プロセスプロジェクトの実績と実施プロセスプロジェクトの実績と実施プロセス 

 

４－１ 投 入 

プロジェクト開始以来、PDMVer2.1 と POVer2.1 に示された、以下の項目が投入された。 

 

（1）日本側 

1）日本人専門家派遣 

本プロジェクトにはこれまで 9 名の専門家（①総括、②灌漑技術/灌漑計画、③農業経営

/農業技術 2、④組織強化、⑤農業技術 1、⑥GIS：2 名、⑧ポンプ揚水機場能力強化、⑨灌

漑計画支援/業務調整）が延べ 52 回派遣された（付属資料 5 専門家派遣記録）。 

 

2）機材供与 

本プロジェクトでは、2016 年 3 月までの合計で約 288 万円相当（2 万 5,902.24 ドル：2016

年 5 月 JICA レート 1 ドル＝111.099 円で計算）のプロジェクト事務所用パソコンなどの事

務機器、スプリンクラーなどの農業機材、GIS ソフトウェアを供与機材として使用した（機

材リストは付属資料 6 のとおり）。これら機材の使用状況はおおむね良い。一方で、2 台購

入したスプリンクラーのうち 1 台に関しては、付属部品のポンプが盗難被害に遭った。プ

ロジェクトでは残された一つのポンプを効率的に活用したことから、活動に大きな影響は

及ぼさなかった。 

 

3）本邦研修 

プロジェクトは GADPLR の C/P 合計 9 名を対象に、2014 年、2015 年に本邦研修を実施

した。本邦研修のリストは付属資料 7 のとおり。 

 

4）現地業務費支出 

表－3 のとおり、2013 年から 2016 年 4 月までに、秘書などの人件費、会場借上げ費な

どを含む在外事業強化費を合計約 4,995 万円（44 万 9,585.95 ドル）負担した。 

 

表－３ 日本側負担の在外強化費 

項項項項    目目目目    内内内内    容容容容    

金金金金    額額額額    

2013 年度 

（2013/07～

2014/03） 

2014 年度 

（2014/04～

2014/12） 

2015 年度 

（2015/02～

2016/03） 

2016 年度

（2016/04）

（概算） 

合 計 

人件費 秘書、通訳、ドライバー 30,021.50 47,389.00 120,441.50 10,300.00 208,152.00 

特別人件費 栽培、灌漑、組織化専門家 24,060.00 40,081.50 66,413.62 5,530.00 136,085.12 

車両費 車両借上げ費（4WD 及びセダン） 58,764.76 960.00 6,486.90 0.00 66,211.66 

会場借上げ費 JCC 用会場費 537.60 560.00 0.00 0.00 1,097.60 

消耗品費 コピー用紙、栽培用材料費等 5,240.11 3,665.49 8,891.50 0.00 17,797.10 

旅費 国内線航空運賃（キトーグアヤキル） 2,675.00 2,184.39 5,540.11 542.16 10,941.66 

通信費 携帯電話通信費 2,349.06 1,570.00 1,110.01 100.00 5,129.07 

広報費 ニュースレター印刷費 1,122.00 1,450.00 1,050.01 0.00 3,622.01 

会議費 セミナー用茶菓費 130.90 187.35 151.48 80.00 549.73 

合合合合    計計計計    

 
124,900.93 98,047.73 210,085.13 16,552.16 449,585.95 

出所：プロジェクト提供資料に基づき調査団作成 
    

¥49,948,549 
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（2）エクアドル側投入実績 

1）カウンターパート 

GADPLR からプロジェクトディレクター、プロジェクト・マネジャー、スーパーバイザ

ー、DRDD 及び DDP 職員計 29 名の C/P が配置された（付属資料 8 C/P リスト参照）。 

 

2）施設建物 

GADPLR はババオヨ市庁舎

6
内の日本人専門家及びプロジェクト雇用の人員の執務用プ

ロジェクト事務所、JCC 用会議費、圃場運営費合計約 991 万円（8 万 9,194.55 ドル）相当

を提供した。 

 

表－４ エクアドル側による現地活動費負担 

項項項項    目目目目    内内内内    容容容容    

金金金金    額（ドル額（ドル額（ドル額（ドル))))    

2013 年度 

（2013/07～

2014/03） 

2014 年度 

（2014/04～

2014/12） 

2015 年度

（2015/02～

2016/03） 

2016 年度 

（2016/04） 

（概算） 

車両費 プロジェクト活動用車両費 11,050.02 11,050.02 18,200.00 1,300.00 

JCC 用費用（第 1 回） 会議資料作成費 500.00 500.00 1,000.00 0.00 

事務所費 電話料金、電機代、水道代等 3,909.96 4,050.00 6,300.00 450.00 

展示圃場費 展示圃場用資材費 0.00 0.00 28,825.58 2,058.97 

合合合合    計計計計    

 
15,459.98 15,600.02 54,325.58 3,808.97 

    
合合合合    計計計計    89,194.55 

出所：GADPLR 提供資料に基づき調査団作成 
      

¥9,909,425 

 

４－２ 活 動 

プロジェクトからの定期報告書及び関係者へのインタビューによると、プロジェクトは主な活

動を遅滞なく実施した。活動の進捗に関する詳細は付属資料 9 のとおり。 

 

４－３ 成果の達成状況 

前回の運営指導調査（2015 年 3 月～4 月）以来、三つの成果はすべて達成された。達成状況の

詳細は以下のとおりである。 

 

成果 1：展示圃場において、灌漑システムの運用及び維持管理が行われる。 

（1）指標 1-1：展示圃場が属する二次水路を共有している農家の少なくとも 50％（2 年次目の

ブロックは 70％）が灌漑施設の O&M に満足する。 

本指標は達成された。 

    

プロジェクトはプロジェクト対象地の現状をベースライン調査やカタラマ川灌漑地区の

現地踏査により把握し（活動 1-1、2-2）、GIS のデータベースを構築した（活動 1-3）。こうし

たベースライン調査や現地踏査の結果に基づき、プロジェクトは 1 年次に灌漑施設の維持管

理に関するモデル計画の骨格を作成した。1 年次では、プロジェクトは同モデル計画をモデ

ル地区（灌漑ブロック SC1A-1/2）において試行した。2 年次には改良版のモデル計画を新た

                                                        
6 GADPLR の DRDD と DDP 用の建物は改装中により、職員、プロジェクト関係者は市庁舎に間借りしている。 
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に選定したモデル地区（灌漑ブロック SC2-13 及び PS-20）にて実践した（活動 1-4）。 

モデル計画をさらに検証するため、プロジェクトは農家向けにワークショップを 2 週間に

一度開催し、GADPLR 職員への OJT を実施した（活動 1-5）。PS-20 は既に三次水路を保有す

る地域、SC2-13 は三次水路が存在しない地域である。プロジェクトは PS-20 の農家に対し、

農家による水路の O&M の四つの目的

7
を果たすよう促進し、SC2-13 ではカタラマ灌漑シス

テムの県条例や水の配分について農家に説明した（活動 1-6）。 

2015 年 12 月には、プロジェクトは三次水路を保有する SC2A-1/2 及び PS-20 においてエン

ドライン調査を実施した。SC1A-1/2 では、1 回目と 2 回目の乾期にプロジェクト活動に参加

した 16 農家のうち 15 農家がインタビューに回答した。そのうち 14 農家（93.3％）が DRDD

による灌漑 O&M に満足していると回答した。2 回目の乾期のみ参加した PS-20 では、17 農

家のうち 14 農家（82.4％）が満足した（表－5）。 

 

表－５ DRDD による灌漑施設 O&M に満足した農家数 

モデル地区

8
 農家数 

インタビューに

回答した農家数 

満足したと回

答した農家数 
目標値 

プロジェクト活動への 

参加時期 

SC1A-1/2 16 15 14（93.3％） 70％ 1 回目と 2 回目の乾期 

PS-20 17 17 14（82.4％） 50％ 2 回目の乾期 

合 計 33 32 28   

出所：プロジェクト資料に基づき調査団作成 

 

農家自らが O&M を行った際の満足度に関しては、表－6 で示すとおり、2 乾期参加した農

家のうち 12 農家（70％）、1 乾期参加では 9 農家（52.9％）が満足したと回答した。 

 

表－６ 農家自らの灌漑施設 O&M に満足した農家数 

モデル地区 農家数 
インタビューに

回答した農家数 

満足したと回

答した農家数 
目標値 

プロジェクト活動への 

参加時期 

SC1A-1/2 16 15 12（80.0％） 70％ 1 回目と 2 回目の乾期 

PS-20 17 17 9（52.9％） 50％ 2 回目の乾期 

合 計 33 32 21   

出所：プロジェクト資料に基づき調査団作成 

 

これらのことから、プロジェクトが推進しようと試みた灌漑管理方法について農家はおお

むね満足し、かつ経験値が高いほど満足度も上がると推察される。 

 

  

                                                        
7 ①三次水路の清掃、②灌漑ブロック内の配水管理、③用水利用料支払い、④不正行為（水路穿孔、水路土手での耕作） 
8 インタビューは既存の三次水路がない CS2-13 でも実施された。 
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（2）指標 1-2：展示圃場が属する二次水路を利用している農家の水利用料が 50％以上の対象面

積で回収される。 

本指標は達成された。 

 

プロジェクトが GIS データベースを構築した結果、DRDD は用水使用料

9
の支払いや非耕

作地の配分状況について把握することができるようになった（活動 1-3）。現在、DRDD は

GIS データベースを用いて、灌漑ブロックごとの計算や徴収率に基づく用水使用量の徴収計

画を策定することも可能である。 

プロジェクト活動を実施する対象地域において、三次水路がカバーする 139ha の用水料徴

収率は 51.9％（72.08ha）に達した。 

 

成果 2：展示圃場を通じて農家に灌漑農業が普及する。 

（1）指標 2-1：展示圃場で実践された灌漑農業技術の普及活動（ワークショップやセミナー）

に、少なくとも 40％以上の農家が参加し、70％以上の農家が有益であると回答

する。 

本指標は達成された。 

    

試験圃場と展示圃場の選定を行った（活動 2-1）あと、プロジェクトは組織強化型展示圃

場

10
と灌漑営農型展示圃場の運営を行った（活動 2-2 と 2-3）。これらの展示圃場活動、セミ

ナー、フィールド・デイ

11
を通じ、プロジェクトはプロジェクト対象地域において農家に推

奨すべき栽培方法の支援を提供した（活動 2-4）。 

2014 年から 2016 年 4 月までにセミナーやフィールド・デイに参加した農家数は 402 名（600

対象農家の 67％）である。表－6 で示した延べ 969 の参加農家数のうち、776 名がプロジェ

クトが実施したアンケートに回答した。766 名のうち、81.9％の農家がセミナーやフィール

ド・デイの内容に満足していると回答した（表－8）。 

 

  

                                                        
9 現在のカタラマの灌漑排水システムの料金は、3.52 ドル/ ha/月で、2005 年 8 月 11 日に旧グアヤス川流域開発公社（CEDEGE）

が設定した。ロス・リオス県内の灌漑システムはカタラマ灌漑以外にもパバオヨ灌漑システムも存在する。ババオヨ灌漑シ

ステムによる用水料は約 30 ドル/ha/月で、カタラマ灌漑システムの約 10 倍。カタラマ灌漑システム利用農家はババオヨ灌

漑システムよりも貧困層が多く、社会福祉的な料金設定である。仮に全灌漑面積に対し徴収がなされても 10 万ドル（約 1,100

万円）程度であり、GADPLR によるババオヨ灌漑システムの O&M 費用には遠く及ばない。現在、水規制管理庁（Water 

Regulation and Control Agency：ARCA）が灌漑用水の適正額について研究中であり、3.52 ドル/ha/月は変更する可能性がある。

（出所：DRDD 聞き取り）。 
10 組織強化型展示圃場とは形成が期待される農家グループの組織強化を目的とした共同作業を実施するために設置された圃

場のこと。灌漑営農型展示圃場とは、農家が資材費等を負担し、県の技術支援を受けて試験圃場の成果や灌漑を利用した栽

培の展示を行う圃場のこと（出所：本プロジェクト事業完了報告書ドラフト）。 
11 セミナーは対象地域において農家のためにプロジェクトが実施するもの。フィールド・デイは対象農家のみならず、オープ

ンな形で開催され、関心ある周辺農家などにも開放された。 
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表－７ プロジェクトが開催したセミナー、フィールド・デイ 

No. 研修名研修名研修名研修名 開始日開始日開始日開始日 終了日終了日終了日終了日 日数日数日数日数 受講者数受講者数受講者数受講者数 

1 高収入営農モデル 2 0 1 4年1月8日 2014年1月10日 3 47 

2 総合的病害虫管理 2 0 1 4年2月5日 2 0 1 4年2月6日 2 60 

3 灌漑用水に関する規則、効果的な使い方、害虫の生物学的防除 2014年3月19日 2014年3月21日 3 41 

4 収穫時期の推奨される事項、有機肥料及びカカオ栽培 2014年4月24日 2014年4月25日 2 87 

5 
フィールド・デー 

ジャンボタニシの食害管理とイネの新しい育苗方法 
2014年6月27日 2014年6月27日 1 52 

6 
農業経営の基礎的事項 

マイクロクレジット（1） 
2014年8月21日 2014年8月22日 2 81 

7 マイクロクレジット（2） 2014年10月1日 2014年10月3日 3 86 

8 
栽培技術分野に関する 2014 年年の達成状況 

組織強化に関する 2014 年の達成状況 
2014年11月27日 2014年11月28日 2 79 

9 

フィールド・デー 

トウモロコシ、イネ、野菜の栽培試験と試行の概要 

ダイズの試験栽培結果 

圃場視察 

2015年4月15日 2015年4月15日 1 74 

10 

2015 年雨期作試験圃場の結果と分析 

ドラム式播種機を使用したイネの試行栽培（催芽効果の検証 

トウモロコシの品種比較と施肥効果試験 

農作業記録と支出入記録様式の紹介 

2015年6月10日 2015年6月12日 3 51 

11 

スプリンクラー灌漑システム 

農家のための灌漑施設管理のための財政支援 

カタラマ灌漑システムに関する Q&A 

2015年7月23日 2015年7月24日 2 71 

12 

灌漑利用者間の意見交換 

展示圃場 

灌漑利用者による三次水路管理 

灌漑利用者により実施された活動 

県政府への三次水路建設の申請 

2015年9月17日 2015年9月17日 1 49 

13 

フィールド・デー 

スプリンクラー灌漑及び点滴灌漑 

ラッカセイの栽培試験概要 

圃場見学 

2015年10月16日 2015年10月16日 1 112 

14 

カタラマ灌漑システムに関する Q&A 

サイフォン 

スプリンクラー式灌漑システム 

2015 年乾期作試験圃場の結果と分析 

2015年11月27日 2015年11月27日 1 16 

15 
プロジェクトの達成事項と教訓（各活動分野ごとの発表） 

プロジェクトの達成と教訓（農家からの発表） 
2016年4月22日 2016年4月22日 1 63 

出所：プロジェクト提供資料 

 

合計（延べ） 969 
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表－８ セミナー、フィールド・デイへの農民の満足度 

 

no. 日付 

とても有益 有益 有益ではない n.a. 合 計 

参加者 % 参加者 % 参加者 % 参加者 % 参加者 % 

第
1

次
年

次
 

1 2014/1/9.10 26 68.4% 7 18.4% 0 0.0% 5 13.2% 38 100.0% 

2 2014/2/5.6 33 55.0% 3 5.0% 0 0.0% 24 40.0% 60 100.0% 

3 2014/3/19-21 29 80.6% 1 2.8% 0 0.0% 6 16.7% 36 100.0% 

4 2014/4/24.25 44 54.3% 15 18.5% 0 0.0% 22 27.2% 81 100.0% 

5 2014/6/27 20 64.5% 7 22.6% 0 0.0% 4 12.9% 31 100.0% 

6 2014/8/21.22 52 74.3% 5 7.1% 1 1.4% 12 17.1% 70 100.0% 

7 2014/10/1.3 52 83.9% 5 8.1% 1 1.6% 4 6.5% 62 100.0% 

8 2014/11/27.28 46 73.0% 10 15.9% 1 1.6% 6 9.5% 63 100.0% 

第
2

年
次

 

9 2015/4/15 46 73.0% 7 11.1% 0 0.0% 10 15.9% 63 100.0% 

10 2015/6/10.12 44 88.0% 1 2.0% 0 0.0% 5 10.0% 50 100.0% 

11 2015/7/23,24 44 74.6% 6 10.2% 0 0.0% 9 15.3% 59 100.0% 

12 2015/9/17 - - - - - - - - - - 

13 2015/10/16 68 75.6% 5 5.6% 3 3.3% 14 15.6% 90 100.0% 

14 2015/11/25.27 11 78.6% 3 21.4% 0 0.0% 0 0.0% 14 100.0% 

15 2016/4/20 42 71.2% 3 5.1% 0 0.0% 14 23.7% 59 100.0% 

 

合計 557 

71.8% 

78 

10.1% 

6 

0.8% 

135 

17.4% 

776 

100.0% 

平均 39.8 5.6 0.4 9.6 55.4 

  

「とても有益、有益」合計 81.9% 

        

出所：プロジェクト提供資料 

 

（2）指標 2-2：水利組合（JGU）により少なくとも 4 カ所の 灌漑ブロックについて県に三次水

路整備の申請がなされる。 

本指標は達成された。 

 

プロジェクトは二次水路に従って「スブフンタ」と呼ばれる単位で対象地を 12 区分し、

スブフンタごとにさまざまな活動を実施した。スブフンタ内の少人数の農家が集まり農家グ

ループが形成され、協働して野菜栽培が行われた。 

調査時点までに、四つの農家グループが三つのスブフンタ（7 月 8、9、及び 10 日）と一

つの灌漑ブロック（SC2-13）から三次水路建設に関する申請が JGU を通じて GADPLR に提

出された。 

 

成果 3：カタラマ川流域灌漑事業対象地域における灌漑地区拡大計画が作成される。 

（1）指標：灌漑地区拡大計画が JCC で承認される。 

本指標は達成された。 

    

1 年次及び 2 年次の全プロジェクト活動の分析を通じ、プロジェクトでは灌漑地区を拡大

するための技術的及び社会的阻害要因を抽出した（活動 3-1）。これらの要因を用いて、プロ

ジェクトの幹部クラスのメンバーは SWOT 分析

12
ワークショップを実施した。その後、プロ

ジェクトはプロジェクトで行ってきた灌漑地区拡大計画（IAEP）のための全活動をフローチ

ャートにまとめた。同チャートには GADPLR 職員や農家といった関係者のかかわりが記載

されている（付属資料 11）。SWOT 分析結果やフローチャートを用いて、プロジェクトは IAEP

                                                        
12 SWOT 分析とは個人や組織の「強み（Strength）」「弱み（Weakness）」「機会（Opportunity）」「脅威（Threat）」を理解する手

法。プロジェクトの幹部メンバーは SWOT 分析を行い、IAEP 実施のための対策について議論した。SWOT 分析により、従

来言及されているハード面の未整備や農家の抱える社会的要因のみならず GADPLR 自体の弱みや脅威まで明らかとなった

（事業完了報告書ドラフト P90）。 
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を策定した。その際、エクアドル側に主体性をもたせるために、全体の戦略や実施計画の作

成は DRDD 及び DDP 職員が担当した。 

第 4 回 JCC（2016 年 2 月 2 日）で IAEP は承認された。 

 

（2）その他の達成事項 

本プロジェクトの PDM 上の成果指標は灌漑管理への満足度、用水使用量の回収率、灌漑

営農に関するセミナーへの満足度、三次水路整備への申請数であった。これらの指標以外に

プロジェクトによる技術移転の結果、以下のとおりさまざまな事項の達成が認められた。 

 

1）灌漑分野 

・ カタラマ揚水機場の計画定水位を下回る状況が発生したことにより、短期専門家派遣

（2015 年 10 月～11 月）によりポンプ施設の取水率を上げる方法が検討された。短期

的対策として安定したポンプ運転を実現するため渦防止板の設置、バルブ取り換え、

連通管設置による対応などが提言された。これに対し、GADPLR からは、①揚水機器

の分解と点検、パーツの入手、②キャパシタ・配電盤故障個所の修理、③変電設備の

電力会社移管、④渦防止板、バルブの取り換え、連通管の設置といった対応がなされ

ている/する予定である。 

・ 三次水路の保護対策（側壁穿孔による取水防止）として取水用サイフォンを試作、実

践した結果、同サイフォンは利用可能と判明した。DRDD 職員の支援により SC2-10

などで導入済み。 

 

2）灌漑営農分野 

・ 営農分野の活動としてラッカセイの栽培試験（活動 2-2）を通じ、2015 年乾期には

1.95t/ha
13
、2016 年雨期には 1.64～2.85t/ha の収穫を得た。その結果、ラッカセイは優

良作物として選定され、県により推奨されることになった。2016 年からは GADPLR

はラッカセイ栽培指導を開始し、ラッカセイ栽培の展示圃場を GADPLR 予算で設置

する予定である。 

・ イネやトウモロコシの品種試験の結果、それぞれ高収量が確認され奨励品種として選

定された。 

・ ドラム式播種機14をイネの播種に試用したところ、4.95～5.8t/ha の収量を得た。今後、

GADPLR の農家向け推奨機材となる。 

 

４－４ プロジェクト目標達成の状況と見込み 

 

プロジェクト目標：対象地域に適した灌漑農業モデルを用いた農業振興体制が整う。 

（1）各指標の達成状況 

指標 1：各対象地区の中小規模農家に対する適正な栽培技術に基づいた灌漑営農モデルが

                                                        
13 トウモロコシの 2 倍の収益 
14 専門家提供による。 
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提案される。 

本指標は達成された。 

    

プロジェクトは、協力期間中に蓄積された知識や経験を踏まえ、中小規模農家

15
に適する

栽培技術に基づき、灌漑地区拡大のために定型化した灌漑営農モデルを提案した。同モデル

は、下記の一連の活動を示したものである。 

① 県によるカタラマ灌漑主要施設の維持管理 

② モデル地区の農家によるⓐ三次水路の清掃、ⓑ灌漑ブロック内の配水管理、ⓒ用水利

用料支払い、ⓓ不正行為（水路穿孔、水路土手での耕作）の防止 

③ 展示圃場の活動やセミナーを通して、灌漑営農の優位性をプロジェクト対象地域の農

家に示した結果、農家グループが JGU を通して県に対して行う三次水路の新設申請 

 

プロジェクトは上記モデルを GADPLR に提示し、IAEP に盛り込まれることとなった。 

    

指標 2：灌漑地区拡大計画がロス・リオス県の方針として採択される。 

本指標は達成された。 

    

IAEP は、まず県の灌漑排水計画の一部となることが 2016 年 3 月 31 日の県議会において

正式に承認された。その後、県の灌漑排水計画は同年 5 月に県議会において承認された。 

 

（2）貢献/阻害要因 

1）貢献要因 

対象地域の農家によるグループ活動を活性化させるために、プロジェクトは日本人専門

家と C/P で、①組織強化チーム、②栽培技術/農業経営チーム、③灌漑計画技術チームとい

う三つのチームを編成した。3 チームによるアプローチは、最初に組織強化チームが農村

に入り、農家に灌漑営農に関する情報を提供しながら農家がグループ/組合の形成を促す。

その際、組織強化型展示圃場での栽培活動を組織強化のために行う。農家グループが形成

されたあと、灌漑計画技術チームが同地域に入り、各地域の灌漑水路建設の申請を

GADPLR に行うよう促進するという方法である。こうした丁寧なアプローチは、元々個人

主義的傾向があるといわれる対象地の農家

16
がグループで活動する意味や効果について少

しずつ理解を深めることにつながった。 

日本人専門家と C/P は、週 1 回のプロジェクト・ミーティングや 3 チームで行うミーテ

ィングを通じ、コミュニケーションを緊密に図ってきた。これにより各関係者は互いの活

動状況を共有し、上記のようなチーム間の体系的な動きも可能となった。 

農家グループのなかでも特に結束が固いグループが複数存在する。こうしたグループで

は農民リーダーが主体的に地域住民を巻き込み、野菜の共同栽培や三次水路の O&M など

プロジェクト活動への参加を促していた。  

                                                        
15 本プロジェクトで示す農家規模の区分は、以下のエクアドルの所有面積ごとの農家規模の定義に準じている。 

小規模農家：10ha 未満、中規模農家：10ha～20ha 未満、大規模農家：20ha 以上 
16 元々対象地は政府による開拓地であり、入植者が多い地域であるとのことである（日本人専門家、C/P 聞き取り）。 
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2）阻害要因 

対象地域では、特に 2016 年はジャンボタニシによるイネへの食害や野菜への病害虫被

害

17
が発生している。原油価格の下落による三次水路建設への予算配分の遅れもプロジェ

クトの阻害要因として記す必要がある。 

 

４－５ 上位目標の達成見込み 

 

上位目標：カタラマ川流域灌漑事業対象地区における土地利用が向上する。 

指標：灌漑利用面積が灌漑対象地域の XX％に該当する XXha に増加する。 

上位目標の達成は JICA による事後評価において検証されることから、PDM に記された目標

数値は実現可能でかつ算出根拠が明確である必要がある。 

    

本プロジェクトの上位目標は、以下の理由から達成すると見込まれている。 

    

プロジェクトが策定した IAEP では、2019 年までに達成すべき灌漑地区拡大面積を 2,112ha

としている。他方、DRDD は面積が小さく、拡大しやすいブロックから順に開発すると現実的

に仮定した場合、2019 年に到達する面積の最低実行可能ラインは 1,800ha となると日本人専門

家と C/P は本調査前に合意していた。下図－1 はプロジェクトにより算出された、2019 年まで

のブロック面積の小さい順からの開発と拡大計画に沿った灌漑面積の予想推移である。図－2

は二つの推移の 2039 年までの目標である。2019 年までの目標は低めに抑えるが、その間、農

家による灌漑管理方法を定着させ、2039 年までには県の灌漑地区拡大目標を達成する、という

戦略である

18
。 

本調査中に、2039 年に到達すべき対象地域は当初対象地としていた、円借款事業対象地

（5,760ha）から大規模農家が自ら灌漑施設の O&M を実施している農地や非耕作地の 1,360ha

を除いた 4,400ha と修正することも可能であると評価団より提案がなされた。 

これらの事項を評価団、日本人専門家チーム、C/P 間にて協議し、「灌漑利用面積が灌漑対象

地域（4,400ha）の 40％に該当する、1,800ha に増加する」を PDMver2.2 の上位目標の指標とす

ることで合意した。同案は 2016 年 5 月 25 日の第 5 回 JCC において承認された。 

 

  

                                                        
17 病害虫が容易に防止できないのは、コメやトウモロコシの売り渡し価格が低迷しているなか、予防的に農薬を散布するとコ

スト高となり農家にとって収益性が落ちるからである。堆肥などの有機肥料を施用する習慣はなく、収穫後の植物残渣も圃

場で燃やしてしまうため、土地は痩せており、収量は上がりにくい。MAGAP は「キット」と呼ばれる種と肥料、農薬のセ

ットを安価で農家に提供しているが、農家はそれ以上の農薬を購入しようとしない。そのため、プロジェクトは農薬に頼る

対応は選択肢から外し、水稲やトウモロコシの品種比較試験を実施し、耐性が高く地域の環境でも確実に収穫が見込める品

種の選定に取り組んだ（日本人専門家聞き取り）。 
18 日本人専門家、DRDD の C/P 説明による。 
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図－１ ブロックの規模と灌漑排水計画で定めた順番により 2019 年までに達成すべき土地面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所（図－1、2 共通）：プロジェクト提供資料 

図－２ ブロックの規模と灌漑排水計画で定めた順番により 2039 年までに達成すべき土地面積 

 

４－６ 実施プロセス 

（1）意思決定とモニタリング体制 

1）合同調整員会（JCC）（年 1 回程度） 

プロジェクトの最高意思決定機関として、JCC 会合を以下のとおり 5 回開催した。会合

では、プロジェクトは PDM の改訂版や IAEP の承認、重要事項の決定を以下の表－9 のと

おり実施した。 
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表－９ JCC の主な議題 

日付 主な議題 

2013 年 12 月 11 日 PDMVer.1, POVer.1 及び WBS
19
の承認 

2014 年 11 月 19 日 プロジェクト進捗確認、中間レビュー

20
、モデル計画の活動、試験圃場

や展示圃場活動、水利組合の再活性化や強化、日本人専門家不在時の

活動 

2015 年 7 月 21 日 PDMVer.2、POVer2、WBS、IAEP の内容 

2016 年 2 月 2 日 IAEP の承認、PDMVer2 の改定（PDMVer.2.1 及び POVer.2.1 の承認） 

2016 年 5 月 25 日 PDMVer.2.2、POVer2.2、終了時評価レポートの承認 

出所：プロジェクト及び評価団により加筆 

 

2）プロジェクト週例会議、チーム間会議（週 1 回） 

プロジェクトでは、日本人専門家と C/P 間で毎週月曜日に週例会議を開催し、各分野の

活動状況報告や当該週の活動、専門家の動きなどについて共有した。前述の三つのチーム

を編成する C/P も毎週火曜日に各プログラム活動やそれに伴う車両の調整を行った。 

 

（2）各種調査の提言への対策 

前回の運営指導調査（2015 年 3 月～4 月）をはじめ、本プロジェクトは円借款事業の付帯

プロジェクトであることから、関連の調査によりさまざまな提言がなされてきた。プロジェ

クトはこれら提言に適切に対応してきたことを調査団は確認した。本項では運営指導調査の

提言へのプロジェクトの対応のみ表－10 に記載し、全提言への対応の詳細は付属資料 10 の

とおりとする。 

 

表－10 運営指導調査からの提言とプロジェクトの対応 

提 言 プロジェクトの対応 

営農分野の C/P の

配置 

・ 農業経営分野のフルタイムの C/P を県は確保したが、実際にはカ

タラマ灌漑システム O&M 業務との兼務である。ただし、農業経

営分野専門家との活動には参加している。 

プロジェクトの現

場移動のための車

両等の配置などの

予算確保や継続的

に必要な予算を確

保 

・ プロジェクト期間中はプロジェクト公用車（ピックアップ 2 台）

の維持費（メンテナンス費、ドライバー、燃料費等）はプロジェ

クト予算から支出した。 

・ プロジェクト終了後は車輌維持費の確保が予定されている。 

・ DRDD の年間 PO にはプロジェクト終了後は車輌維持費の確保が

予定されている。しかし、現在の国の経済状況により 2015 年以降、

GADPLR に灌漑排水管轄関係の予算は移管されていない。 

  

                                                        
19 WBS：Work Breakdown Structure プロジェクトマネジメントで計画を立てる際に用いられる手法のひとつで、プロジェクト

全体を細かい作業に分割した構成図。本プロジェクトでは PDM や PO と併せ、プロジェクトの運営管理に用いていた。 
20 第 2 回 JCC 会合のあと、プロジェクト期間が短いことから、中間レビュー調査の代わりに運営指導調査を 2015 年に受け入

れることが決定した。 
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灌漑施設 O&M と

営農関係者の連携

強化 

・ プロジェクト関係者間の情報共有については C/P 会議を開催する

など県は対応。他方、情報共有し共に解決していく組織文化は薄

く定着していくかは不確定 

・ エクアドル C/P 各職員に特定のプロジェクト活動が与えられてい

る。 

カタラマ灌漑ポン

プ機場の用水量不

足問題へのフォロ

ー 

・ カタラマ揚水機場強化に関する短期専門家を受け入れ調査を行っ

た。専門家の報告書を基に C/P がプレゼン資料を作成し第 4 回 JCC

で発表した。 

出所：提言は運営指導調査報告書 P7～8、対応は日本人専門家と C/P の質問票回答などを基に評価団により作成 
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第５章第５章第５章第５章    5 項目評価結果項目評価結果項目評価結果項目評価結果 

 

５－１ 妥当性 

妥当性は以下の要因により「高い」と判断される。 

 

（1）エクアドル政府による政策や戦略への妥当性 

・ IAEP は県灌漑排水計画

21
の一部として位置づけられている。県灌漑排水計画は国家灌漑

排水計画（2012～2027）に基づいている。 

・ 県灌漑排水計画はエクアドルの水資源及び水の利用に関する基本法など関連法に準拠し

ている。 

・ プロジェクトは、ロス・リオス県政府の開発計画の以下の点において関連している

22
。

県開発土地整備提案（生産性の増加、作物の多様化、生産への付加価値付加、組織化の

促進、企業経営、技術革新促進）。そのほか、人と地域の平等、地方と都市部の格差是

正のための水資源政策開発戦略。 

 

（2）日本国（以下、「日本」と記す）政府の ODA 政策との整合性 

日本の対エクアドル国別支援方針（農村部の農業競争力向上を通じた農業生産力向上支援

による格差是正）及び事業展開計画における位置づけ（中小企業・農民支援プログラムの一

環）に変更なし。 

 

（3）受益者のニーズ 

プロジェクトの目的である灌漑営農モデルを用いた農業振興体制の整備は、エクアドルの

GADPLR から農家に至る各レベルの受益者ニーズに即している。 

プロジェクトは GADPLR の政策に合致していることは、IAEP が県灌漑排水計画に盛り込

まれたことからも明らかである。2012 年に灌漑及び配水施設の O&M 業務が DRDD に移管

されて以降、灌漑地区拡大と三次水路の開発に大きな意欲をみせている。DDP も灌漑営農技

術の普及を主管しており、本プロジェクトはそのニーズに応えている。 

多くの農家にとって、灌漑用水は生産性を向上させるために重要であることは理解されて

いる。しかし、三次水路を農家が自ら維持管理していく点に関しては、比較的新しい概念で

ある。 

                                                        
21

 県灌漑排水計画は、県民のために、県がさまざまな関係者による参加型で作成する。本計画は、エクアドル政府が実施す

る灌漑と排水に関係し、圃場の工事、持続可能な生産、小規模零細生産者社会組織、及び環境保全に基づいた包括的な策

定プロセスを尊重している。県灌漑配水事業計画を実施するためにGADPLRが提案する投資プログラムは以下のとおり。

GADPLRにとってこれらは野心的な計画であり、約26万4,440ドルの事業費を必要とする。そのため、GADPLRは国内外か

ら資金源を手当しなければならない（出所：GADPLR向け質問票回答）。 

① 公共灌漑排水施設（移管された/移管されない施設、コミュニティの施設を含む）の改善への投資 

② 新規の灌漑排水施設への投資。圃場灌漑、中小農家優先 

③ 灌漑利用者の組織の能力強化、GADPLR職員の能力強化への投資 

④ 洪水の影響緩和のための排水、壁面保護、清掃工事への投資。脆弱な地域の発展のための小規模な工事への投資 

⑤ 水文、灌漑、生産、植物検疫、持続的な技術、マネジメント、マーケティングに関する研究や技術情報への投資 

⑥ 水の利用管理や水質維持に関する投資 
22

 出所：GADPLR向け質問票回答 
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小規模農家は一般的に、灌漑営農に関する知見・経験が深いともいえない。プロジェクト

は農家の組織化を支援し、セミナーやワークショップを開催し実践的に灌漑営農を指導して

きた。これらの活動を通じ、DRDD、DDP 職員や農家に三次水路の O&M の方法、灌漑営農

技術の知識や経験を伝えてきたプロジェクトは、彼ら受益者のニーズに即していたといえる。 

 

５－２ 有効性 

有効性は以下の理由により「高い」と評価される。 

 

（1）プロジェクト目標の達成見込み 

上述のとおり、プロジェクト目標は達成した（指標１：灌漑営農モデルが提示された、指

標 2：灌漑地域拡大計画を含む県灌漑排水計画が正式に採択された）。プロジェクトは灌漑農

業のモデルの開発において大きく貢献した。同モデルでは灌漑施設の O&M に関し DRDD と

農家の責任を明確に示し、GADPLR による灌漑農業の導入後、JGU を通じた新規の三次水路

建設の要請プロセスを明示している。 

 

（2）成果とプロジェクト目標の関連 

プロジェクト目標と成果は 2015 年の運営指導調査時に整理され、現在も双方間の論理性

は認められる。 

プロジェクトは DRDD による一次、二次水路、農家による三次水路の O&M 手法を導入し

た（成果 1）。プロジェクトは灌漑営農に関するワークショップやセミナーを実施し、これら

の活動は農家から高く評価された。JGU も再活性化され、四つの三次水路建設に関する要望

が既に JGU を通じ GADPLR に提出されている（成果 2）。これらすべての活動を取りまとめ、

プロジェクトはカタラマ川流域の対象地における IAEP を策定した。プロジェクトの JCC は

同計画を 2016 年 2 月に承認し（成果 3）、IAEP を包含する県灌漑排水計画が県議会に 2016

年 5 月に承認されたのである（プロジェクト目標指標）。 

 

（3）要因分析 

1）貢献要因 

各成果の達成に加え、調査団は貢献要因として以下の点を確認した。 

プロジェクトは三つのチーム（組織強化、営農/農業経営、灌漑技術）を編成した。これ

らのチームは農家へのアプローチに効果的に機能し、農家グループ形成促進につながった。 

農家を積極的に巻き込み、灌漑農業を導入するため、プロジェクトでは組織強化型展示

圃場と灌漑営農普及型展示圃場という二つの展示圃場を設置した。これらの圃場での活動

を通じ、農家は自らの責任において展示圃場を運営し、GADPLR 職員から指導を受ける方

法について学ぶことができた。 

評価団はまた、プロジェクト活動に積極的に参加し、他の農家に農家グループの会合に

出席するように働きかける農家の存在があることを確認した。こうしたリーダー的な農家

は、グループが三次水路の O&M や作物栽培を共同で実施する際に非常に重要な役割を担

っている。 
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2）阻害要因 

評価団は灌漑営農モデルが JCC で承認され、IAEP が県の灌漑排水計画の一部となる点

において障害はなかったと確認した。農家にとって最も深刻な問題はジャンボタニシの食

害

23
や洪水による圃場の水没（イネ）、協働栽培による収穫物の盗難被害（野菜）であった。

さらには中央政府の財政難による三次水路建設の遅滞は、農家のやる気の低下につながり、

DRDD の指導の下、灌漑施設の O&M を行っていく姿勢に影響を及ぼしている。 

 

５－３ 効率性 

本プロジェクトの効率性は以下の要因から「比較的高い」と評価される。 

 

（1）成果の達成状況 

上述のとおり、三つの成果の指標はすべて達成した。 

 

（2）日本人専門家 

日本人専門家 9 名は計画どおりに派遣された。渡航回数は延べで 52 回である。彼らの役

割や専門性はプロジェクト活動の実施に大いに活用された。 

 

（3）資機材 

供与された農業機械、事務機器、車両は GADPLR やモデル地区の展示圃場などで活用さ

れた。とりわけ、スプリンクラーはいくつかの灌漑ブロックでのピーナッツやトウモロコシ

の栽培に有効活用された。 

プロジェクトサイトへの移動手段として車両を使用したが、多くの場合、プロジェクトメ

ンバーにとって車両は不足していた。したがって、三つのチームは協同して綿密にスケジュ

ールを調整し効率的に活用した。 

 

（4）研 修 

本邦研修は C/P が日本の土地改良区、地方自治体によるバリューチェーン促進支援など新

しい知識を吸収する場として効果的に実施された。エクアドルに帰国後は、研修参加者は知

識と経験を同僚と共有した。 

エクアドル国内では、前述のとおり、プロジェクトは農家に対し灌漑管理や灌漑営農に関

するさまざまな研修を実施してきた。GADPLR の C/P にとっては研修、セミナー、ワークシ

ョップは実践的な OJT の機会となり、DRDD と農家による灌漑施設の O&M や灌漑営農に関

する理解を深めることができた。 

プロジェクトでは、C/P がプロジェクト終了後も農家に対し栽培技術を伝えることができ

るように C/P と共に数種類のマニュアルを作成した（付属資料 12 モニタリング評価フォー

ム）。 
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 農地の均平化不足によるものと考えられる（日本人専門家、C/P聞き取り）。 
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（5）エクアドル側の投入 

2015 年の運営指導調査の提言を受け、DRDD と DDP のコミュニケーションをさらに図る

ため、GADPLR ではスーパーバイザーを新たに配置した。こうした職員の配置により、プロ

ジェクト活動は円滑に進捗した。 

GADPLR は日本人専門家と C/P とが同じ執務室にて勤務できる環境を提供し、これも双方

の密なコミュニケーションを図るうえで効果的であった。 

C/P は新規の三次水路建設のための予算を待つだけでなく、既存三次水路のある灌漑ブロ

ックを訪問し、農家自身でより良く O&M を行うよう指導を始めている。それでも、予算配

分の遅滞は円滑な新規三次水路建設に影響を及ぼしていると言わざるを得ない。 

 

５－４ インパクト 

本プロジェクトのインパクトは「比較的高い」と評価される。 

    

（1）上位目標の達成見込み 

上述のとおり、プロジェクト関係者（ダイレクター、管理職レベルの C/P、日本人専門家）

は、40％に当たる 1,800ha を 2019 年までに達成すべき最低ラインの目標として設置する旨、

合意している。この数値は DRDD が小規模な圃場から灌漑開発を開始するとの仮定に基づい

ている。 

 

（2）その他のプラスのインパクト 

プロジェクト活動の一部として、GIS データベースが開発され、灌漑と排水用水路、利用

料の支払い、栽培作物、土壌、農家などさまざまな情報を整備することが可能となった。こ

れらの情報はプロジェクトが既存三次水路の優先順位を決める際や用水料の徴収に活用さ

れている。GIS データベースは GADPLR による政策レベルの灌漑開発における決定や、委託

企業による水路清掃や水路建設、O&M の際の業者への情報提供にも役立っている。GADPLR

は土地面積や最新の利用料の徴収情報を統合し、これらの経年変化も追えるようになった。 

GADPLR では、通常業務としてババ郡やモンタルヴォ郡において灌漑事業を MAGAP 支所

と共に実施している。MAGAP の技術員はプロジェクトの展示圃場での研修への参加を通じ、

その能力向上に役立てている。 

プロジェクトは INIAP とも連携し、圃場の訪問や土壌試験・分析、トウモロコシの栽培試

験などを行った。INIAP の技術員にとってもこれらの活動は農家と接触し灌漑農業の新しい

知識を得るうえで有益であった。INIAP はさらにトウモロコシ栽培に関する新しい知識を他

県で活用する予定である。そこでは民間セクターによるトウモロコシの試験栽培が開始して

いるからである。 

 

（3）ネガティブインパクト 

本プロジェクトのネガティブインパクトは確認されなかった。 

 

５－５ 持続性 

本プロジェクトの持続性は以下の要因から「中程度」と評価される。 
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（1）政策、法制度面 

国家灌漑排水計画（2012～2027）は維持される見込み。IAEP を含む県灌漑計画は 2016 年

5 月に承認された。 

 

（2）組織・財政面 

DRDD の職員は一般的に、契約ベースの雇用である。したがって、近い将来、C/P 職員の

契約が継続されず、人員の変更が生じる可能性がある。 

プロジェクト実施期間中、日本人専門家は計画に基づく灌漑事業の実施とフォローアップ

の重要性について技術移転してきた。しかし、そうした計画に基づくプロジェクトの運営管

理は、DRDD、DDP 職員にとって初めての経験であった。新しい方法が彼らに定着するか不

透明である。 

プロジェクトでは DRDD と DDP 間のチームワーク醸成に努め、対象地における灌漑農業

を推進してきた。DRDD、DDP 双方の職員は、プロジェクト終了後も両者が密なコミュニケ

ーションを図っていく強い意志をみせている。スーパーバイザーが二つの部署を結束させる

カギとなると考えられる。 

財政面については、DRDD が灌漑事業を実施する際、建設費用はまず水資源庁（Water 

Secretary：SENAGUA）からの承認が必要である。それと同時に、DRDD 向け通常経費（人

件費等）の約 50％が小規模水路建設に投資される。しかし、エクアドル中央政府による予算

配布は原油価格下落により 2015 年から滞っている。その結果、特に本プロジェクトのモデ

ル地域である灌漑ブロック SC2-13 での水路建設が 1 年近く遅れている。2016 年 4 月には地

震も発生し、エクアドル政府にとって厳しい財政状況が続いている。DRDD により示された

財政状況は表－11 のとおり。 

 

表－11 DRDD による灌漑施設整備に係る要請額、投資額、通常経費、全配布予算、 

及び執行額の傾向（ドル） 

年 要請額 

SENAGUA によ

り承認された 

投資額（A） 

DRDD の通常 

経費の 50％*2

（B） 

全配布予算

（A）+（B） 
執行額*1 

2012 3,140,180.00 3,140,180.00 960,000.00 4,100,180.00 4,100,180.00 

2013 3,218,644.94 3,218,644.94 960,000.00 4,178,644.94 4,179,040.61 

2014 3,173,431.69 3,173,431.69 960,000.00 4,133,431.69 3,642,210.40 

2015 3,481,177.89 0 640,000.00 640,000.00 829,894.21 

2016 3,605,830.91 0 500,000.00 500,000.00 （500,000.00） 

*1）全配布予算額と執行額が異なるのは、工事契約金額と実際の支払金額が異なることによる。 

*2）通常経費額については DRDD 職員へのインタビューによる概算 

出所：GADPLR 提供資料に基づき調査団作成 

 

GADPLR は本調査中において、農家からの要望に優先順位をつけ可能な対応をしていくこ

と、引き続き、予算の不足分を DRDD 向け通常経費から補てんし、2014 年に計画された三

次水路建設から事業を開始することを表明した。 

プロジェクト活動の成果のひとつとして水利組合（JGU）の再活性化が挙げられる。新し
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い JGU 幹部は 2015 年 12 月に再選され、現在定款の改定と内規策定に着手している。それと

同時に、活動を持続させるため財政面の改善が必要である。 

 

（3）技術面 

プロジェクトが伝えてきた農家による三次水路の O&M の規則は、水路の清掃や適切な水

の配分、用水の支払い、不正行為の防止といった簡易かつ基本的な事項である。しかし C/P

の報告によると、これらの規則を農家が遵守するのは文化的な背景

24
から簡単ではない。

DRDD は規則を守るよう説得を開始したばかりである。 

灌漑農業については、プロジェクトではさまざまな種類の野菜の適用可能性を試験してき

た。その結果、ピーナッツが栽培技術、市場性、天候の条件などから適用可能であるとの結

論に至った。一部の積極的な農家が継続してピーナッツを栽培し、農業収入に充てることが

期待される。 

 

（4）オーナーシップ 

GADPLR のオーナーシップは灌漑地区拡大への意欲は観察された。DRDD、DDP 職員はと

もに、DRDD や農家による灌漑施設の O&M や灌漑農業を実施していくための行政サービス

を提供していくことに自信を示している。病害虫や洪水、盗難といった困難もあるが、一部

の農家はピーナッツや野菜など新しく紹介された作物を継続的に栽培していく意欲をみせ

ていた。 

上述のとおり、JGU はカタラマ川流域の灌漑拡大促進に強いオーナーシップをもって対応

している。しかし評価団は、今も GADPLR に大きく依存している農家が存在することも確

認した。プロジェクトでは農家自ら三次水路の O&M を行う責任を説明してきたが、こうし

た農家が十分理解するには、なお時間を要するであろう。 

 

５－６ 結 論 

プロジェクトは、カタラマ川流域の灌漑地区を拡大するための灌漑農業のモデルを構築した。

プロジェクトはまた、IAEP を策定し、それは 2016 年 5 月にロス・リオス県の灌漑排水計画に組

み込まれた。このことから、IAEP の目標数値を達成するための活動が GADPLR の通常業務とな

った。これは、今後灌漑施設を利用し、三次水路が拡大することを意味する。既存の灌漑施設の

O&M も中長期的には改善していくものと期待される。そのためにプロジェクトはひとつのチー

ムとして農家グループが自ら活性化していくための支援を行い、新しい灌漑農業技術を提供して

きた。また、農家自身で O&M を行っていく重要性についてもプロジェクトは積極的に意識づけ

してきた。 

上記の事項により、評価団は IAEP が GADPLR によるカタラマ川流域における灌漑開発の主要

事業のひとつとして確立したと評価し、予定どおり 2016 年 6 月にプロジェクトを終了するもの

と結論する。しかし、IAEP の実施を確実なものとする予算の問題は残されたままである。 
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 例えば、これまでカタラマ川から農家は自由に水を田畑に引いていたことから、「水資源及び水の利用に関する基本法」に

より定められた料金の支払いに馴染みが薄い、もしくは否定的である（日本人専門家談）。 
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第６章第６章第６章第６章    提提提提    言言言言 

 

６－１ 三次水路の開発 

三次水路の整備については、農民組織による申請や詳細設計の実施など、具体的な実施に向け

た取り組みが活発化してきていることから、これらを推進するためにも、ロス・リオス県は三次

水路の整備等に必要な予算の確保に向けて、最大限の努力を行うこと。 

特に、実施予定地区〔SC2-13（Catarama70）など〕での早期実施は、上位目標の達成のために

も不可欠であり、農民組織の期待に応えるためにも重要である。 

 

６－２ 実施体制の整備とマニュアルの活用 

IAEP の推進のため、DRDD や DDP の職員、スーパーバイザー等の人材の確保、国立農牧研究

所（INIAP）等の関係機関との連携など実施体制を整備するとともに、整備された灌漑営農マニ

ュアル、C/P 向け栽培マニュアルや農家向け教材の農民組織を含む関係者への周知とセミナーや

研修での活用を図ること。 

 

６－３ カタラマ揚水機場の O&M 

ロス・リオス県は、カタラマ揚水機場をとりまく問題として、指摘されている 4 点（揚水機器

の微調整の必要性、キャパシタ・配電盤の故障、変電設備の問題、低水位時の取水能力不足の問

題）に早急に取り組み、2016 年乾期作に影響を与えないようにすること。 

 

６－４ モニタリングと評価の実施 

ロス・リオス県は、上記三つの事項に係る効率的で効果的なモニタリング・評価方法を専門家

の協力を得て確立するとともに、これらのモニタリング・評価結果を半年に一度、JICA エクアド

ル支所に報告すること。 
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第７章第７章第７章第７章    教教教教    訓訓訓訓 

 

７－１ プロジェクト実施期間 

3 年間のプロジェクト期間の灌漑農業プロジェクトにおいては、作期等の関係から実質的に 2

回のプロジェクト年次となる。この短期間のなかで、プロジェクトとしては、灌漑営農モデルの

提示までで、モデルの検証や普及までを十分にカバーすることは困難であった。同様の灌漑農業

案件においては、作期や季節的特徴などを考慮したプロジェクト期間の設定が必要である。 

 

７－２ 新しい作物の導入 

市場性を考慮した多くの新規作物の導入に関する検証が試験圃場で実施されたものの、対象地

域の湿潤気候による病害虫の発生や洪水被害等により、優良作物の選定に多大の苦労を伴う結果

となった。このため、新規作物の導入を行う場合には、近隣地域での実態や導入の可能性などの

より具体的な情報をプロジェクト実施前に収集し、効率的な実施が図られるよう考慮する必要が

ある。 
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第８章第８章第８章第８章    団長所感団長所感団長所感団長所感 

 

８－１ 灌漑分野 

（1）維持管理 

成果 1 の活動として、灌漑システムの維持管理状況を調査・評価し、モデル計画の策定及

び他の二次水路での適用を行うこととしている。 

ベースライン調査及びその評価を行った結果、改善内容として、農民グループに対しては、

①農民組織の強化、②水路の清掃、③適正な水配分、④水利費の徴収、⑤農家への周知 が

あり、県に対しては、管理対象である基幹施設の適正な維持管理が挙げられている。 

これらの改善項目に対する改善方法、目標等についての灌漑施設の維持管理モデル計画を

作成するとともに、県及び農民グループへの研修（OJT を含む）の実施、モデル計画の修正

を行い、マニュアルとして作成した。 

維持管理モデル計画は、以下の内容となっている。 

① 水利用者グループのメンバーリストとリーダー名 

② 水利用者が守るべきルールに関する合意 

・ 水利費の支払い合意と支払期限 

・ 利用者による三次水路清掃の合意とする。 

・ 利用者間で話し合い、公平な水配分をすることに関する合意 

・ 不正行為（水路穿孔、水路土手耕作）をしないことについての合意 

    

この結果、モデル地区（三次水路が整備されている地区）において、県による支援の下、

農民グループの組織運営が適正に行われ（定期的な会合の実施等）、三次水路の清掃は農民

グループで実施され、水配分もグループ内での調整に基づいて農民自身が行うものに改善さ

れた。その結果として、末端まで十分に水が配分されるようになった。さらに、2 年次にモ

デル地区での成果を踏まえ、他の二次水路の地区（シビンベ II の PS-20 地区）でも実施され、

同様の成果が得られているところである。 

以上から、灌漑システムの維持管理に係る取り組み内容は適切であり、十分な成果が得ら

れているとともに、今後の普及にも役立つ、分かりやすいマニュアルが整備されている。 

 

（2）三次水路整備 

円借款事業「カタラマ川流域灌漑事業」の事後評価（2005 年 9 月）において、同事業の対

象地域における作付面積が当初計画に及ばない原因のひとつとして、実施機関の予算不足等

による末端灌漑インフラの整備・活用が十分でないことが挙げられている。 

このため、2015 年 4 月の運営指導において、三次水路の整備の促進を図るため、成果 2 の

指標 2（農民組織から 4 ブロック以上の三次水路整備の申請がなされる）を追加した。これ

に対して、既に 4 ブロックの農民グループから三次水路の整備の申請がなされてきている。 

しかしながら、今後とも三次水路の整備を促進するためには、申請手続きの明確化、三次

水路整備の技術能力及び必要な予算の確保が重要な事項であることから、これらについて整

理を行った。 

三次水路整備の申請手続きについては、県からワークショップやセミナー等を通じて、農
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家個人による申請は受け付けない点、農家がグループを形成したうえで水利組合（JGU）を

通した申請に限る点が周知された。その結果、農家グループから書面による申請がなされる

ようになり、これを受けて県による水路線形や概略建設費の検討、国家水資源庁（SENAGUA）

への予算申請がなされるという流れができている。 

三次水路整備は、県が一般の業者に発注して行われることとなっており、また、三次水路

はコンクリートライニングによる簡易な小水路であること、県インフラ整備部において、こ

れまでに水路整備の実績があり、整備部からロス・リオ県灌漑排水しゅんせつ部（DRDD）

に対して建設単価情報の提供などで経験を積んだ土木技師を採用して設計作業を遂行して

きているところである。 

また、予算については、灌漑地区拡大計画にインフラ整備として三次水路が含まれており、

この計画が JCC 及び県議会で承認されているものの、2015 年及び 2016 年の政府からの余剰

金がゼロであったことから、実施予定地区（SC2-13）での整備が 1 年以上遅れている状況に

あり、提言において、具体的な予算の確保について対応を強く求めたところである。 

 

（3）GIS 

三次水路単位の 82 ブロックを対象に、ベースライン調査結果及び水利費の徴収契約デー

タ等を基にして、①用水路、②排水路、③水利費の支払い状況、④作付作物（7 種類に分類）、

⑤土壌、⑥耕作者、⑦農地面積（地籍）等のデータを収集、データベース化を行い、GIS デ

ータとして整備された。 

これまでの技術移転により 3 名の C/P は独自に GIS を操作できるようになり、また、マニ

ュアルもスペイン語版が整備されている（現地調査時に担当者 2 名によるデモンストレーシ

ョンが実施され、適正に操作、管理されていることを確認）。 

GIS データは、水利費の支払い状況の把握、農民グループの強化箇所の把握、灌漑地区拡

大計画の優先順位づけ、作付作物を考慮した配水計画や灌漑カレンダーの決定等に活用され

ており、今後、水路等の工事実績台帳の整理等に活用したいとのことである。 

特に担当者からは、本プロジェクトで GIS が導入されたことにより、政策などの意思決定

（図化等による）や情報管理に役立っており、マニュアルも簡易に分かりやすい内容として

取りまとめられており、継続的な活用が期待できる。 

 

（4）カタラマ揚水機場の維持管理 

プロジェクト期間中、カタラマ揚水機場の計画低水位（9.20m）を下回る状況が確認され

たことを受け、円借款事業で設置したポンプ施設の大掛かりな改修をせずに取水効率を上げ

る方法を検討するために、2015 年 10 月から 11 月にかけて、揚水機場能力強化短期専門家が

派遣された。その結果、短期的対策として、安定したポンプ運転を実現するために、渦防止

板の設置、バルブ取り換えと連通管設置による対応等を図るべきとの提言が出された。 

今回現地にて状況を確認した結果、揚水機場をとりまく問題として、以下の 4 点を確認し

た。 

① 揚水機器の微調整の必要性：揚水機器については県職員が毎年分解、掃除、注油など

を行っているが、再組立て時の微調整がうまくいっておらず、羽根車（インペラ）が

ベルマウスに接触するなどの不具合が出ている。 
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② キャパシタ・配電盤の故障：2014 年 11 月に修理されたものの、2015 年 11 月に過電

流により再度故障した。これにより、稼働する揚水機は１機のみとなっている。 

③ 変電設備の問題：円借時に設置された変電設備の規模が現在の需要に対して大き過ぎ

るため、電力会社から多額のペナルティを課されている状況であり、県の財政を圧迫

している。 

④ 低水位時の取水能力不足の問題：前段に記載した問題で、短期専門家による解決策が

提案されたもの。 

    

上記各問題への対応状況を知事及び DRDD に確認した結果は以下のとおりである。 

① 揚水機器の微調整の必要性：県は揚水機器のメンテナンスに詳しい当地の専門家と契

約し、分解、点検、必要なパーツのリストアップ等を 5 月中に行う予定である。県予

算は確保済（知事に確認済）。今後は同専門家によるアドバイスや県職員への教育を

通じた、機器の良好なメンテナンスが期待される。 

② キャパシタ。配電盤の故障：故障の発生が修理担当業者のミスであり、まだ、保証期

間内であることから、同業者による対応が近々行われるため、今乾期の本格稼働時（6

月～7 月）には修理が完了する見込みである。 

③ 変電設備の問題：変電設備の容量縮小が考えられるが、これは設備更新として高額な

費用（40 万ドル程度）が必要である。予算確保に最大限努力するものの、困難な状況

である（知事の見解）。設備更新以外にも変電設備の電力会社への移管という選択肢

も検討されており、県と電力会社の間で協議が継続されている。なお、電力会社との

交渉（2016 年 5 月 5 日）を通じて電力の契約単価をこれまでの 13 セント/kW から 4

セント/kW へ割引することに成功するなど、県によるコスト削減努力が行われている

ところである。 

④ 低水位時の取水能力不足の問題：渦防止板、バルブの取り換え、連通管の設置とも投

資額は比較的小さい（合計 2 万ドル程度）と見積もられていることから、早急に実施

予定である。連通管設置にあたっては、揚水機場構造物（吸込み水槽側壁）の斫（は

つ）りが必要となるため、県インフラ部に対して構造的に問題ないかの検討を依頼中

である。 

    

なお、上記の揚水機場に関する問題及び危機感は、知事をはじめ灌漑部全体に共有されて

おり、今後改善が進むものと期待される。 

 

８－２ 営農分野 

（1）試験圃場 

試験圃場は、市場性等を考慮して選定した作物について、対象農家による技術的な栽培実

践可能性を検証するために実施された。 

まず、プロジェクト開始後、市場、生産組合、農作物集積場、価格、農家の関心などに係

る調査結果に基づき、2014 年雨期、乾期に合わせて 6 カ所の試験圃場で、新規作物（野菜等）

の栽培試験のほか、畑作（トウモロコシ、陸稲、ダイズ）や基幹作物（イネ）の改良栽培技

術の導入の検証が行われた。さらにこのあと、県の費用により、2015 年雨期、乾期に合わせ
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て 2 カ所、2016 年雨期に 1 カ所の合計 9 カ所の試験圃場を設置した。 

新規作物（野菜）については、気候的な問題（多湿、高温）による生育不良や病虫害の多

発、また盗難被害などがあったほか、山岳地域など既存産地からの高品質野菜との競争面で

不利であることが判明し、優位性を見いだすことに多大な苦労をすることとなった。 

しかしながら、その後の県独自予算による継続的実施及び播種機や灌漑方法を含めた栽培

技術にまで範囲を広げて取り組んだ結果、新規作物の有力候補としてラッカセイが選定され

た。また、イネ、トウモロコシの奨励品種の選定や取水用サイフォン（PVC 製簡易サイフォ

ン）、ドラム式播種機などの成果が得られた。 

具体的な成果は以下のとおりである。 

 

1）ラッカセイの選定 

2015 年雨期、乾期及び 2016 年雨期の 3 回、ラッカセイの栽培試験を実施し、2015 年乾

期には 1.95t/ha の収量が得られ、トウモロコシの平均収益の 2 倍の収益を上げる結果とな

った。さらに 2016 年雨期には、1.64～2.85t/ha の収量が得られ、優良作物として選定され、

今後県により奨励されることとなっている。 

 

2）イネの奨励品種の選定 

2014 年乾期に早生品種 2 種類と晩生品種 1 種類についてイネ栽培試験を実施した結果、

7.46～9.89t/ha の高収量が得られた。これらを奨励品種として選定し、今後県により奨励し

ていくこととしているものの、ジャンビタニシの被害対策（生産性を高めるための種苗植

えでは食害等の被害が発生するため、対策が必要）が必要となっている。 

 

3）トウモロコシの奨励品種の選定 

2015 年及び 2016 年の雨期にハイブリッド品種の栽培試験を行った結果、高収量が確認

され、奨励品種として選定されたものの、多雨による病害虫被害に対する対策が必要とな

っている。 

 

4）取水サイフォン 

かねてより、三次水路から圃場への取水のために、農家による三次水路の破壊を伴う穿

孔（せんこう）が問題となっていたことから、この対策として試験を実施した。当地にお

いて容易に入手可能な材料（PVC パイプ、ポールパイプ）を使用して取水用サイフォンを

試作し、実践した結果、利用可能であることを確認した。この結果を踏まえ、DRDD 職員

の支援で 2015 年 11 月からカタラマ地区 SC2-10 などで導入している。 

 

5）ドラム式播種機 

2014 年乾期及び 2015 年雨期にフィリピン製のドラム式播種機の実施試験及び当地での

試作品を用いた試験を実施した。この結果、播種量は播種機を使用しない場合の約 1/3～

1/4 で作業量も軽減でき、4.95～5.8t/ha とある程度の収量を得られ、今後県により奨励する

こととしている。 
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（2）灌漑営農技術 

上記の試験圃場での成果のほか、灌漑手法、防除、栽培方法、農薬、有機農業などの営農

技術に関する技術指導が展示圃場やセミナー、各スブフンタ（二次水路の単位に区域で 12

に分割されている）でのワークショップなどを通じて行われた。 

これにより、農家グループが共同で有機肥料を作成して使用する事例（スブフンタ 9）や、

県が貸し出すドラム式播種機や灌漑機材を用いた灌漑営農に取り組む事例（スブフンタ 5、

7&8、10、11 など）、また PVC 製簡易サイフォンを購入して設置する事例（スブフンタ 9、

11 など）等が地域で多く観察されるようになっており、灌漑営農技術移転の成果が発現され

てきているといえる。 

さらに、ラッカセイの高収益性が明らかになるにつれ、プロジェクトで紹介してきたラッ

カセイ栽培を学びたいとの要望も多くの小規模農家から上がるようになり、2016 年雨期作よ

り個別農家への指導も開始されている（スブフンタ 7&8、12）。2016 年雨期作のトウモロコ

シとイネの作況が近年まれにみる不作となって、それらの作物に替わる新規作物として県は

ラッカセイに注目しており、2016 年乾期作では各スブフンタにラッカセイの展示圃場を県予

算で設置する予定である。 

 

８－３ マニュアル等 

灌漑営農マニュアルは下記の内容で記載されている。 

 

表－12 マニュアルの構成 

章 タイトル 内 容 

第 1 章 イントロダクション マニュアルの利用法等 

第 2 章 モデル地区での活動 三次水路既設地区と三次水路新設地区での活動 

第 3 章 
県による灌漑施設運営維

持管理 

主要施設から三次水路までの県による運営維持

管理方法 

第 4 章 展示圃場・試験圃場運営 
展示圃場・試験圃場の設置場所選定から運営計

画立案、実施 

第 5 章 
セミナー・フィールドデー

開催 

セミナー・フィールドデーの目的、実施手順、

教材（病害虫、稲作、トウモロコシ、農業経営、

野菜、ラッカセイ、ドラム式播種機などの紹介

を含む） 

第 6 章 GIS 
GIS データベースの管理など、データ管理者に

対する基本的な取り決め、共同作業フロー 

 

・ 本マニュアルは、プロジェクト活動中に作成・利用された教材を中心に、専門家と C/P が

共同作成したものである。 

・ マニュアルには、農家グループに対するアプローチをはじめとする、灌漑面積拡大のため

に必要な活動が記載されている。 

・ 今後、C/P は本マニュアルを利活用しつつ、プロジェクトで実施してきた活動を継続する

ことに加え、定期的にマニュアルの見直しを行うことを検討している。 
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・ 施設の維持管理マニュアルは、円借款事業で作成された詳細なものは存在していることか

ら、本マニュアルは詳細な内容は記載されていない。 

・ 三次水路整備の県からの国に対する申請については、公共工事の県内部手続きとして既に

制度化されているため、本マニュアルでは触れていない。農家グループから県への申請に

ついては、JGU を通して DRDD 部長宛に三次水路新設が必要である旨記したレター（様式

自由）を提出することだけであり、DRDD 職員もそのように指導していることから、マニ

ュアルには特に記載していない。 

・ 既存作物の栽培方法、病害虫防除を含む営農技術については、MAGAP や INIAP 等から数

多くのマニュアルが既に配布されているため、プロジェクトでは特に重要な作物（イネ、

トウモロコシ、ダイズ）と新規作物として有望なラッカセイについてのみ、試験圃場の成

果も盛り込みながら、C/P 向けに栽培マニュアルを作成した。そのほかにも、プロジェク

トでの試験成果として有用な情報については、農家向け教材としてリーフレット等を作成

し、適宜、農家に配布した。 

 

灌漑営農マニュアルとは別に作成された、①C/P 向け栽培マニュアル、②農家向け教材の

おのおのの作成目的は以下のとおりである。 

① C/P 向け栽培マニュアル：C/P が展示圃場で農家に指導するために、栽培上の留意点

と農家に伝達すべき事項を取りまとめたマニュアル 

② 農家向け教材：C/P がセミナー、フィールドデー、展示圃場活動で農家に配布し、使

用するためのリーフレット、PPT 教材 

 

８－４ 灌漑地区拡大計画 

灌漑地区拡大計画は、①本計画の上位目標との整合性、②全体戦略、③計画活動実施のための

農家との連携、④灌漑営農普及計画、⑤灌漑施設運営維持管理計画、⑥三次水路整備計画、⑦GIS

データベース操作プロセス、⑧実施計画から構成されている。 

具体的な計画な概要は以下表－13 に示すとおりである。 

 

表－13 灌漑地区拡大計画各章の概要 

章番号 タイトル 概 要 

1 序章 ・背景、本計画と上位計画・関連法令との関連性 

2 全体戦略 

・目的、計画目標年次、計画の構成、基本戦略、関係上位機

関、県の実施体制（人員配置）、プロジェクト地域に対す

る計画、各分野による活動内容 

・灌漑ブロック拡大計画 

最大計画（外部資金が得られた場合の計画） 

最小計画（外部資金が得られなかった場合の計画） 
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3 
計画活動実施のため

の農家との連携 

【計画開始時の活動】 

農家へのアプローチ及びデータ収集 

【継続して実施される活動】 

農家に対する灌漑営農及び灌漑施設維持管理への技術支援、

灌漑営農普及に関する活動、灌漑施設維持管理に関する活

動、農家に対する情報共有、実施計画、実施体制、支出計画 

4 灌漑営農普及計画 

・目的、試験圃場の基本方針、展示圃場（灌漑営農普及型、

組織強化型）の基本方針、セミナー/フィールドデー実施

方針、実施計画、実施体制、支出入計画 

5 
灌漑施設運営維持管

理計画 

・目的 

・県による維持管理 

維持管理内容、実施計画、体制、支出計画 

・灌漑利用者による維持管理 

維持管理内容、維持管理時期 

・DRDD による利用者に対する支援 

6 三次水路網整備計画 
・目的、三次水路建設ブロック、実施計画、実施体制、支出

計画、建設にあたっての留意事項 

7 実施計画 ・実施計画、支出計画、実施体制、モニタリング体制 

 

・ 計画はプロジェクト終了後も持続的に開発が継続するよう配慮されている。 

・ 灌漑面積拡大については、専門家と C/P が県の経済的状況等をかんがみ、施設の維持管理

費を主とする経常予算しか国から配分されない場合でも開発を継続していくことが可能

な計画が記載されている。 

・ 策定された計画は、プロジェクトで実施してきた活動をモデルとして策定されたものであ

るため、C/P は問題なく計画を実施することができるように工夫されている。 

・ 本計画は、国家灌漑計画を構成するロス・リオス県灌漑排水計画の一部分として、県議会

で承認された。今後、県は本計画に従って、予算、人材を確保し、三次水路整備等を通し

て灌漑面積を拡大していくこととなる。 

 



付付付付    属属属属    資資資資    料料料料    

 

１ 終了時評価調査日程表 

 

２ 面談者リスト  

 

３－１ PDM Ver 2.1 

 

３－２ PDM Ver 2.2 

 

４－１ PO Ver 2.1 

 

４－２ PO Ver 2.2 

 

５ 専門家派遣記録  

 

６ 日本側供与機材リスト 

 

７ 本邦研修参加者リスト 

 

８ カウンターパート（C/P）リスト 

 

９ プロジェクトの達成一覧表  

 

10 各調査からの提言への対応一覧表  

 

11 灌漑地区拡大計画のフローチャート  

 

12 プロジェクト作成教材リスト  

 

13 モニタリング評価フォーム（案）  
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